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１ 改定の趣旨 

（１） 経営戦略改定の目的・背景  

上下水道事業は、料金収入・使用料収入を基盤とする独立採算制*のもと、生活に不可欠なサービ

スを提供し、公共の福祉を増進する責務を担っています。しかし、施設の老朽化に伴う更新投資の増

大や人口減少による収入減などにより、経営環境は厳しさを増しています。 

こうした状況を踏まえ、総務省は上下水道事業に対し、中長期的な「経営戦略」の策定を通じた経

営基盤強化と財政マネジメント向上を求めています。 

本市におきましても、公共インフラである上下水道の将来にわたる安定的な提供を継続するため、

本市上下水道事業の中長期的な基本計画として、平成 30（2018）年度に「日立市上下水道事業経

営戦略」を策定いたしました。 

策定から６年が経過した現在、経営環境は一層厳しさを増しています。前計画の推計を上回る急

激な人口減少による料金収入の減少に加え、物価高騰、頻発する大規模災害への対応に伴う施設の

老朽化対策や耐震化費用の増加が、経営を大きく圧迫しています。 

この間、本市では、令和４（2022）年度の森山・十王浄水場の送水ポンプ施設の統廃合や機能強

化など、将来の安定給水を確保するための水道施設の在り方を検討したほか、令和５（2023）年度

の台風13号豪雨被害による池の川処理場*の耐水化対策など、新たな事業にも取り組んでいます。 

また、総務省は令和４（2022）年１月の通知「経営戦略の改定推進について」により、料金適正化、

広域連携*、民間活用*等を通じた経営改革の推進を求め、令和７（2025）年度末までの戦略改定を

要請しています。 

さらに、令和６（2024）年４月には水道行政の一部が厚生労働省から国土交通省に移管され、上

下水道行政の一体的な推進が可能となり、料金水準の検討やデジタル化・民間活用などの経営改革

がより効果的に進められることが求められています。 

こうした社会情勢の変化による計画と実績の乖離を検証するとともに経営の健全化、効率化に向

けて検討した、新たな取り組みを反映することで、経営基盤の強化と財政マネジメントの向上を図り、

安定的・効率的な上下水道経営を継続するために、経営戦略を改定するものです。 
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（２） 経営戦略の位置づけ 

本計画は、国の計画（新水道ビジョン、新下水道ビジョン）を反映し、本市の上位計画（日立市総合

計画、日立市まち・ひと・しごと創生総合戦略（第３期））との整合を図った上で、本市の上下水道事

業の経営の根幹となる基本計画とするとともに、上下水道ビジョンとしても位置づけています。 

 

 

（３） 計画期間 

 中長期的な視点から経営基盤の強化等に取り組むため、経営戦略の計画期間は、令和８（２０２６）

年度から令和１７（２０３５）年度までの１０年間とします。 
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水道事業 

 

 

１ 水道事業の概要 

（１） 日立市（水道事業）の特徴 

水道事業では水道水の安定供給を確保するため、久慈川と十王川から取水しています。久慈川は、

市の最南端から滑川地区まで、給水区域の約８０％を賄い、これ以北は、十王川を水源としています。

主要な浄水場として、久慈川系の森山浄水場と十王川系の十王浄水場を有し、一部区域では、状況

に応じて両浄水場から水を融通しながら給水しています。 

 

（２） 沿革 

本市の水道は、昭和１５（１９４０）年８月に日立製作所の系列会社として、日立水道株式会社が設立

され、翌年の昭和１６（１９４１）年に市内の一部で給水が開始されました。 

昭和２１（１９４６）年１２月、市民生活に欠かすことができない上水道の供給は市が行うべきとの考

えから、日立水道株式会社を市が買収し、昭和２３（１９４８）年１０月１日から市営水道事業として供

用を開始しました。 

その後、昭和３６（１９６１）年には、水道事業の健全経営を目的とした地方公営企業法適用*化を行

いつつ、６期にわたる拡張工事を進め、市内の南部中部及び西部は久慈川を水源とした森山浄水場

から、北部は十王川を水源とした十王浄水場から、水道水を供給することにより、安定した給水を行

っています。 

平成１６（２００４）年１１月には日立市と十王町が合併し、旧十王町地区も日立市水道事業の給水区

域となりました。平成２８（２０１６）年４月には中里・諏訪大平田の簡易水道事業*を上水道事業に統

合しました。 
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第２章 

水道事業 

（３） 事業の現況 

■日立市水道事業の概要（令和７年３月３１日現在 令和６年度決算値） 

ア 業務 

事業 水道事業 

供用開始* 昭和２３（１９４８）年１０月１日 

法適用・非適用区分* 法適用 ※昭和３６（１９６１）年４月１日法適用済 

計画給水人口 １８２，３００人 

現在給水人口 １６０，３１８人 

浄水場設置数 ４か所 

普及率* 

（給水人口÷給水区域内人口） 
９９．４％ 

有収水量密度* 

有収水量密（１，０００㎥／ｈａ） ＝ 有

収水量 ÷ 計画給水区域面積 

１６，９７５千㎥／ｈａ 

令和６（２０２４）年度決算統計より 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

5 

 

第２章 

水道事業 

イ 施設 

施設・管渠* 施設数・施設能力 

水源 表流水（久慈川、十王川） 地下水（大平田、いぶき台） 

取水導水施設 

５施設 

久慈川取水場、十王川取水場、高揚ポンプ場*、 

低揚ポンプ場、いぶき台取水場（休止） 

浄水施設 

４施設 

森山浄水場    施設能力 １０３，０００㎥／日 

供用開始 昭和３５（１９６０）年６月 

十王浄水場    施設能力  １６，０００㎥／日 

            供用開始 平成１０（１９９８）年４月 

中里浄水場    施設能力     ２８８㎥／日 

供用開始 昭和５２（１９７７）年４月 

諏訪浄水場    施設能力          ６１㎥／日 

供用開始 平 成 ２（２０２０ ）年 ５月 

送水施設 
１８施設 

大沼ポンプ場、多賀ポンプ場 等 

配水施設 

６０施設 

北部配水池、滑川配水池、兎平低区配水池、 大沼配水池、

諏訪配水池 等 

管路*延長 

導水管  １４．８ｋｍ 

送水管  ６５．２ｋｍ 

配水管 ９６５．６ｋｍ 

施設利用率* 
森山浄水場 ４２．４％ 

十王浄水場 ６９．６％ 
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◎水道施設の位置図（令和７（２０２５）年３月末現在） 

 

 
 

日立駅 

常陸多賀駅 

大甕駅 

小木津駅 

十王駅 

日立北 IC 

日立中央 IC 

日立南太田 IC 

低揚ポンプ場 

大沼配水池 

多賀配水池 

兎平高区配水池 

滑川配水池 

平沢配水池 

北部配水池 

日立市役所 

池の川さくらアリーナ 
諏訪浄水場 

 

 

森山浄水場 

 十王浄水場 

 

 

久慈川取水場 

 

 

中里浄水場 

十王川取水場  

 

 

 

十王ダム 

高揚ポンプ場 

兎平低区配水池 

取水・導水施設 

浄水施設 

送水施設 

配水施設 

導水管 

送水管 

水道施設 

給水区域 

凡例 

ダム 

その他（減圧槽） 

十王川系 

久慈川系 

会瀬配水池 

石名坂高区配水池 

友部配水池 

 

 

諏訪浄水場 



 

 

7 

 

第２章 

水道事業 

ウ 県内の供用開始順位表   

事業体名 供用開始年月 

水戸市 昭 和 ７（１９３２ ）年 ７月 

日立市 昭 和 ２３（ １９４８ ）年 １０月 

北茨城市 昭 和 ２７（ １９５２ ）年 １２月 

潮来市 昭 和 ３７（ １９６２ ）年 １２月 

湖北水道企業団、土浦市、阿見町、県南水道企業団 昭 和 ３９（ １９６４ ）年 ４月 

結城市 昭 和 ４０ （ １９６５ ）年 １月 

大子町 昭 和 ４０（ １９６５ ）年 ４月 

大洗町 昭 和 ４１ （ １９６６ ）年 ４月 

常陸大宮市 昭 和 ４３（ １９６８ ）年 ４月 

鹿嶋市 昭 和 ４５（ １９７０ ）年 ４月 

高萩市 昭 和 ４７（ １９７２ ）年 ４月 

那珂市 昭 和 ４８（ １９７３ ）年 ９月 

境町 昭 和 ５１ （ １９７６ ）年 ７月 

東海村 昭 和 ５２（ １９７７ ）年 ５月 

美浦村 昭 和 ５３ （ １９７８ ）年 １月 

守谷市 昭 和 ５３（ １９７８ ）年 ４月 

神栖市 昭 和 ５７（ １９８２ ）年 ４月 

河内町 昭 和 ５８（ １９８３ ）年 ４月 

下妻市 昭 和 ５８（ １９８３ ）年 ５月 

五霞町 昭 和 ５９（ １９８４ ）年 ８月 

茨城町 昭 和 ６０（ １９８５ ）年 ６月 

八千代町 昭 和 ６０（ １９８５ ）年 ８月 

石岡市（旧八郷町） 平 成 ５（１９９３ ）年 ４月 

ひたちなか市 平 成 １０ （ １９９８ ）年 ４月 

つくば市 平 成 １４ （ ２００２ ）年 １ １月 

かすみがうら市 平 成 １７ （２００５ ）年 ３月 

稲敷市、常総市、坂東市、桜川市、つくばみらい市 平 成 ２０（２００８ ）年 ４月 

行方市 平 成 ２０（２００８ ）年 ６月 

小美玉市、古河市、筑西市 平 成 ２１ （２００９ ）年 ４月 

城里町 平 成 ２２（２０１０ ）年 ４月 

常陸太田市、笠間市 平 成 ２３ （２０１ １ ）年 ４月 

鉾田市 平 成 ２５（２０１３ ）年 ４月 

（出典 令和５年度茨城の水道） 
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エ 料金 

本市の水道料金体系は、水道メーターの口径ごとに区分し、それぞれ基本料金と従量料金を

設定しています。この度、令和８年４月１日付の水道料金の改定を行います。 

本市水道事業では、日本水道協会が令和７年２月改定した「水道料金算定要領」を参考として、

５年間を１つの料金算定期間として設定しています。 

この算定期間内における営業費用（人件費、薬品費、動力費、減価償却費*、修繕費等）及び資

本費用（支払利息、資産維持費）と料金収入が均衡するように水道料金を設定しています。 

 

（令和８（２０２６）年４月１日改定料金の要旨） 

（ア） 平均改定率  

平均改定率を２０．０％とし、基本料金・従量料金を見直します。 

（イ） 一般家庭（水道メーター口径１３㎜～２５㎜）に配慮した料金体系 

一般家庭で使用水量が概ね３０㎥／月までの使用者が負担する料金の改定率を平均改定

率未満に抑制します。 

（ウ） 安定的な経営を確保する料金体系 

使用水量が減少傾向にある中で、安定的な経営の確保を図るため、使用水量の減少に影響

されにくい基本料金の収入割合を維持します。 

 

＜１か月あたりの料金体系＞（令和８年４月１日適用）                      （税抜） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（日立市水道事業給水条例より） 

 

 

 

 

 



 

 

9 

 

第２章 

水道事業 

 

＜水道料金の改定の変遷＞ 

時期 料金改定 

昭 和 ３７（ １９６２ ）年 ２月 最低基本料金１８０円、営業用料金を新設 

昭 和 ４０（ １９６５ ）年 ４月 基本料金と従量料金の２本立て 

昭 和 ４７（ １９７２ ）年 ４月 平均改定率 ２６．０％ 、加入金制度新設 

昭 和 ５０ （ １９７５ ）年 １ １月 平均改定率 ６３．７％ 、加入金改定 

昭 和 ５３（ １９７８ ）年 ４月 平均改定率 １９．０％ 、加入金改定 

昭 和 ５６ （ １９８１ ）年 １０月 平均改定率 ２５．８％ 

昭 和 ６３（ １９８８ ）年 ４月 平均改定率 ９．５％ 

平 成 ８（１９９６ ）年 ４月 平均改定率 １９．６％ 

平 成 ２６（２０１４ ）年 ４月 平均改定率 ６．６％ 

令和８（２０２６）年  ４月 平均改定率 ２０．０％ 

 

＜茨城県内の料金の比較＞ 

・口径 20mｍで月 20㎥を使用した場合                             （税抜） 

 
「茨城県の水道」統計資料より抜粋 

 

  令和８（2026）年３月末現在、県内事業体の水道料金の中で最も安価であった本市の水道料金

は、料金改定を行う令和８（2026）年４月以降においても、安価な水準を維持しています。 
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オ 組織 

 本市の水道事業は下水道事業とともに、企業局上下水道部という一つの組織で運営しています。

水道事業は事務部門である総務課、経理課、料金課と、技術部門である水道課、水道課管路整備推

進室、浄水課から構成されています。 

（※公営企業管理者*は除く、再任用・会計任用職員*は含む。） 

 

 

（単位：人） 

 
令和元 

（２０１９） 

令和２ 

（２０２０） 

令和３ 

（２０２１） 

令和４ 

（２０２２） 

令和５ 

（２０２３） 

令和６ 

（２０２４） 

令和７ 

（２０２５） 

水道事業計 77 78 78 81 82 81 79 

部付け 
技術職 － － － １ １ １ １ 

事務職 １ １ １ １ １ １ １ 

総務課 事務職 ８ ８ ８ ８ 9 11 10 

経理課 事務職 ７ ７ ７ ７ ８ ７ ７ 

料金課 事務職 17 18 18 20 19 18 18 

水道課 

（管路整備推

進室を含む） 

技術職 １８ １８ 17 16 16 18 18 

事務職 ３ 5 5 6 6 5 5 

浄水課 
技術職 １９ １８ １９ ２０ １９ １６ １４ 

事務職 ４ ３ ３ ２ ３ ４ ５ 

（各年４月１日現在） 

 

  

上下水道部

事務部門

総務課 10名

経理課 7名

料金課 18名

技術部門

水道課 15名

管路整備推進室 ８名

浄水課 19名
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２ 現状と課題  

（１） 人口・水需要の動向 

ア 行政人口及び給水人口の予測 

本市の行政人口及び給水人口については減少傾向にあります。 

令和５（２０２３）年度に公表された国立社会保障・人口問題研究所*の将来推計人口における減

少率から推計すると、令和６（２０２４）年度の実績と計画最終年度である令和１７（２０３５）年度時

点の予測では、行政人口は約２５，０００人（△15.7％）の減少となり、給水人口は約 26,000 人

（△16.0％）の減少となる見込みです。 

行政人口と給水人口の推移 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

12 

 

第２章 

水道事業 

イ 有収水量の予測 

将来の有収水量を令和６（２０２４）年度の一人一日当たりの使用水量と給水人口予測より算出し

ました。また、算定基準として、生活用水は水道メータの口径において１３㎜～２５㎜とし、事業所等

を３０㎜以上として算定を行いました。 

本市では、料金収入の対象となる給水人口の減少に伴って有収水量も減少傾向で推移し、令和  

１７（２０３５）年度には、令和６（２０２４）年度に比べ、約１３％減少する見込みです。 

有収水量の推移 

 

＜参考＞大口使用者の有収水量の１年間の増減 

  有収水量について、口径１３㎜から２５㎜（生活用水）として使用している世帯が令和２（２０２０）

年度と令和６（２０２４）年度で比較すると、約９％の減少である、一方、大口使用者の口径３０㎜から

２００㎜（事業所等）は、約４％の増加となっている。 

                                                          

単位（㎥） 

 

     年度 

区分 

令和２ 

（2020） 

令和３

（2021） 

令和 4 

(2022) 

令和 5 

(2023) 

令和 6 

(2024) 

13～25㎜ 

（生活用水） 
15,625,426 15,269,833 １４,８８４,９４６ 14,607,926 14,400,833 

30～200㎜

（事業所等） 
2,482,289 2,585,079 2,478,246 2,529,155 2,573,729 

計 15,553,258 15,170,368 14,827,470 14,575,496 14,428,756 
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ウ 有収率*の予測 

 給水量のうち、料金収入となった割合を表す有収率は、近年改善傾向にあり、一定の水準に達し

ていますが、類似団体*平均を下回っており、更なる有収率向上に向けた取組が必要です。 

有収率の推移 

 

エ 料金収入の予測 

  給水人口、有収水量の見通しから、料金収入は減少が続く見込みでしたが、令和８（2026）年度

の料金改定により、一時的に改善されます。しかし、その後の人口減少等により、再び減少傾向とな

ることが見込まれてます。 

料金収入の推移 

 

令和 
（    ）

令和 
（    ）

令和 
（    ）

令和 
（    ）

令和 
（    ）

令和 
（    ）

令和 
（    ）

令和 
（    ）

令和  
（    ）

令和  
（    ）

令和  
（    ）

令和  
（    ）

令和  
（    ）

令和  
（    ）

令和  
（    ）

令和  
（    ）

料金収入（  円）                                                                                 

 

   

     

     

     

     

     

     

     

  

（年度）
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（２） 普及状況（普及率＝給水人口／行政人口） 

本市水道の令和５（2023）年度の普及率は、９９．３４％と県内でも２番目に高い数値となってい

ます。県内の状況については以下のとおりです。 

令和５（２０２４）年度 公営企業年鑑 
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令和６（２０２４）年度の数値を元に将来の推移を予測しました。 

令和６（２０２４）年度の本市の普及率は、99.3６％であり今後も同程度での推移が見込まれます。 

普及率の推移 

 

（３） 水源・水質の状況 

日立市の水道水は、久慈川と十王川の二つの主要な水源から供給されています。これらの水源は

良好な原水水質を保ちつつも、それぞれ特有の課題を抱えています。 

久慈川（流路124km）からの取水は、河口から約6km上流の地点で行われています。このため、

支流を含む上流の水質変化の影響を受けやすい特徴があります。また、近年の気候変動により、渇

水期に海水が取水口まで遡上し、一時的に取水停止に至る場合があります。将来にわたる安定給水

を確保するため、取水口への海水遡上については、抜本的な対策が喫緊の課題です。 

一方、十王川は上流の十王ダムからの

放流水を一部利用しています。ダムで藻

類が発生した際には、この放流水が浄水

工程の一部であるろ過池の閉塞を引き

起こし、浄水能力を低下させる可能性が

あります。 

このように、久慈川水源と十王川水源

は、水質汚染や異臭味といった潜在的な

リスクを内包しているため、取水口から

浄水場での処理を経て、ご家庭の蛇口

に至るまでの全工程において、水質が適

切に保たれているかを継続的に監視し、

安全で質の高い水道水の安定供給に努

めています。                      海水遡上対策として設置した土堰堤（久慈川取水場付近） 

 

令和 
（    ）

令和 
（    ）

令和 
（    ）

令和 
（    ）

令和 
（    ）

令和 
（    ）

令和 
（    ）

令和 
（    ）

令和  
（    ）

令和  
（    ）

令和  
（    ）

令和  
（    ）

令和  
（    ）

令和  
（    ）

令和  
（    ）

令和  
（    ）

普及率（％）                                                                                                

      

      

      

      

      

       

       

  

（年度）
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（４） 施設状況 

年度別の管路布設延長を見ると、導水管、送水管の布設年度のピークは１９６０年代後半から   

１９７０年代前半、配水管は１９８０年代後半となっています。また、国が定めている布設から４０年を

超えた管路の割合を示す管路経年化率*も類似団体*より高くなっています。 

また、管路の布設延長については、今後１０年間において布設から４０年を迎える管路がピークと

なります。老朽化*が進み対策を強化していく必要があるため、特に集中して更新を行う必要がある

ため、計画的な更新*および長寿命化*による平準化を図っていきます。 

 

年度別管路布設延長 
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管路経年化率 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

近年では、類似団体平均よりも高い管路更新率となり、引き続き、老朽化対策として管路更新を

着実に実行する必要があります。今後は、令和９（２０２７）年度から着手する水道施設更新（Ⅱ期）計

画に基づき、地震対策を考慮した老朽管路の更新工事の促進を図ります。 

 

管路更新率 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                             

                               

                       

    

    

     

     

     

     

     

     

（年度）

                                             

                          

                   

    

    

    

    

    

    

    

（年度）
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浄水施設、配水施設の法定耐用年数*は６０年です。 

令和７（２０２５）年度末現在において、十王浄水場は、法定耐用年数を経過していませんが、森山

浄水場については、経年化浄水施設率が４６．６％となっています。 

また、主要な配水池についても、法定耐用年数を経過する施設が増加しており、計画的に更新を

進める必要があります。 

主要な配水池の施設状況 

配水池（所在地） 
有効容量

（㎥） 
建設年度 

耐用年数超過年数 

（基準日Ｒ７．３．３１現在） 

会瀬配水池（会瀬町） ３，６００ 昭 和 ３４ （ １９ ５９ ）年  ６ 

平沢配水池（高鈴町） ２，５００ 昭 和 ３６ （ １ ９ ６ １ ）年  ４ 

兎平高区配水池（城南町） １，６００ 昭 和 ３６ （ １ ９ ６ １ ）年  ４ 

多賀高区配水池（大久保町） ２，７００ 昭 和 ３７ （ １９ ６２ ）年  ３ 

石名坂高区配水池（石名坂町） １，８００ 昭 和 ３９ （ １９ ６４ ）年  １ 

滑川配水池（滑川町） ７，２００ 昭 和 ４４ （ １９ ６９ ）年 －４ 

大沼配水池（大沼町） ６，０００ 昭 和 ４７ （ １９ ７２ ）年 －７ 

第２石名坂配水池（森山町） １，２００ 昭 和 ５７ （ １９ ８２ ）年 －１７ 

諏訪配水池（諏訪町） ５，５００ 昭 和 ５７ （ １９ ８２ ）年 －１７ 

友部配水池（十王町友部） １，４００ 平 成 ３ （ １ ９９ １ ） 年 －２６ 

兎平低区配水池（城南町） ６，５００ 平 成 ７ （ １ ９９５ ）年 －３０ 

いぶき台配水池（十王町伊師） ３５０ 平 成 ９ （ １ ９９７ ）年 －３２ 

北部配水池（十王町友部） １１，０００ 平 成 １０ （ １ ９ ９ ８ ）年 －３３ 

久慈配水池（森山町） ２，０００ 平 成 １５ （２０ ０３ ）年 －３８ 
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 本市の水道施設は、人口減少等に伴う給水量の減少により、施設利用率*が類似団体平均と比較

して低い状況で推移しています。 

施設利用率 

※施設利用率においては、休止中の施設の配水能力を含む。 

（５） 地震対策の状況 

令和７（２０２５）年度末現在の本市の主要管路（導水管、送水管、口径２５０㎜以上の配水管）の耐

震化率*は令和元（２０１９）年度に、新第１０送水管布設工事が完了したことを受け、４１％となってい

ます。 

管路については、優先順位を設けながら、更新工事に合わせて順次、耐震性能のある管種への更

新（配水用ポリエチレン管*、ＧＸ形ダクタイル鋳鉄管*、ＮＳ形ダクタイル鋳鉄管*）を実施しています。 

浄水場について、十王浄水場は耐震基準を満たしていますが、森山浄水場は、令和９（２０２７）年

度に策定予定の水道施設更新計画（Ⅱ期）に基づき、施設のダウンサイジングを考慮した耐震化対策

に着手します。 

                                             

                               

                       

    

     

     

     

     

     

     

     

（年度）
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主要管路の耐震化率 

（出典）公益社団法人日本水道協会「水道統計」（各年度） 

 

（６） 危機管理体制の状況 

  地震や気象変動による災害、事故等によって、水質事故や漏水、断水等が発生する危険があり

ます。災害時における応急給水については、日立市地域防災計画に基づき市内の公共施設２６か

所に組み立て式給水タンクを設置するとともに、応急給水に係る事業所井戸の使用に関する協定

を締結している４事業所の協力を得て、給水活動を実施する計画となっています。今後は、災害時

に応急給水所まで来ることが困難な山側団地の給水活動の充実など、より効率的・効果的な応急

給水活動について検討する必要があります。 

 

なお、災害時に備えて、（公社）日本水道協会との応援体制を構築しているほか、日立市指定管

工事協同組合、日立下水道維持管理協議会及び日立市建設業協会との災害時応急給水*や応急

復旧に関する協定を締結しています。 

また、東日本大震災以降も、令和６年には能登半島地震や南海トラフ地震臨時情報が初めて発

表されるなど、大規模災害が頻発化しています。このような中、本市では施設への被害に対し、企

業局内において、防災訓練を毎年実施し、事故対策本部設置運営訓練や災害支援協定に基づく

応援要請訓練、応急給水訓練などの取組を実施しています。 
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（７） 環境・エネルギー対策 

 水道事業は、全国の電力の約１％を消費するエネルギー消費（ＣＯ２排出）産業の側面も有してお

り、エネルギー消費削減に向けた省エネ等対策の促進、利用エネルギーの再生可能エネルギーへの

転換などが求められます。 

本市では、森山浄水場及び低揚・高揚ポンプ場における電力使用量の削減等、環境負荷低減に取

り組んでいます。 

今後は、森山浄水場内に建設した送水ポンプ棟に市内一部のポンプ施設を集約することで、ポン

プ台数の削減と送水に係るエネルギーの効率化を図るなど、更なる環境・エネルギー対策に取り組

む必要があります。 

 

（８） お客様サービス、情報の提供・共有 

本市では、上下水道の使用開始・中止届に係る電子申請のほかにも、上下水道料金の収納方法と

して、平成２２（２０１０）年度から導入したコンビニ収納に加え、令和３（２０２１）年度からスマートフォ

ン決済、令和５（２０２３）年９月からはＬｏｇｏフォームによる水道使用開始・中止等の申込を開始、令

和７（２０２５）年１０月からはクレジットカード決済を導入するなど、お客様の利便性やサービス向上

に取り組んでいます。 

平成２９（２０１７）年度からは、企業局内の若手職員で構成する「企業局広報委員会」を設置し、広

報紙「企業局だより」の発行や上下水道フェアなどのイベント活動、ＳＮＳ等（Facebook®、X™（旧

Twitter）、日立市公式 LINE®、デジタルサイネージ、広告モニターを活用した情報発信、YouTube®に

よるＰＲ動画の配信などにも取り組んでいます。そのほか、市民等を対象とした出前講座や各地区

で実施する防災訓練に参加することで、市民の水道事業への理解促進に取り組んでいます。 

今後も、上下水道事業を円滑に進めるため、本市が実施している各種取組や事業の現状と課題等

の情報を発信し、事業に関心を持っていただく必要があります。 
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（９） 経営効率化の状況 

本市では、人口減少等による料金収入の減少、経営環境の変化を見据え、組織改編、コスト削減等

の様々な経営効率化に向けた取組を進めてきました。 

組織の改編としては、平成１１（１９９９）年に水道部と下水道部を統合し、上下水道部と業務部の２

部体制とし、さらに、平成１８（２００６）年には業務部を廃止し、上下水道部に統一するなど、業務効

率化を目指した組織改編を実施してきました。 

職員数については、段階的な組織改編を契機に業務の効率化を図ることで、削減を進めてきまし

た。 

◎ 職員数の推移（水道事業） 

 

さらには、「調整手当」の廃止等、各種手当削減のほか、検針時に検針員が納入通知書を印刷、

投函することによる郵送料等の削減、上下水道料金システムの見直しによる委託料の削減や広

報誌「企業局だより」への有料広告の掲載、未利用地の売却等の幅広い取組を進めてきました。 

また、財政健全化にも取り組み、平成１９（２００７）年度から平成２１（２００９）年度には、財政融

資資金から借り入れた企業債のうち、利率５％以上のものを低金利で借り換え、約９億６千 円

の企業債利息を軽減しました。加えて、平成２５（２０１３）年度には、地方公営企業金融機構から

借り入れた企業債のうち、利率４％以上のものを低金利で借り換え、約１億３千 円の企業債利

息を軽減しました。 

有収率向上等を目的として取り組んでいる漏水調査については、これまでは、人手による現地

聴音調査では時間と労力がかかっていましたが、令和６（２０２４）年度からＡＩを活用することに

より、重点的に調査すべき箇所を絞り込むことが可能となり、調査範囲が縮小された結果、作業

コストや交通規制の負担低減が図れました。 
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◎組織改編 

時 期 内 容 

平成２（１９９０）年４月１日 企業局水道部、下水道部の２部９課体制 

平成９（１９９７）年１０月１日 業務部、水道部、下水道部の３部９課体制 

平成１１（１９９９）年４月１日 

業務部、上下水道部の２部８課体制 

水道部と下水道部を統合して上下水道部を創設 

給排水課を新設 

平成１８（２００６）年４月１日 

上下水道部の１部７課体制 

上下水道部に業務部を統合 

給排水課を廃止 

平成２１（２００９）年４月１日 
１部７課（１課内室）体制 

下水道課内に雨水整備推進室を新設 

平成２５（２０１３）年４月１日 
１部７課（２課内室）体制 

水道課内に管路整備推進室を新設 

 

◎人件費削減 

時期 手当名 詳細 

平成９（１９９７）年１０月～ 

平成１９（２００７）年４月～ 

調整手当 

（企業職手当） 

平成９（１９９７）年１０月１日から段階的に減額 

平成１９（２００７）年４月１日に廃止 

平成２１（２００９）年４月～  
漏水等夜間待機 

体制の見直し 

平日夜間、土曜及び日曜日等の昼・夜間の職員に

よる漏水待機体制を廃止し、管工事組合へ委託 

平成２２（２０１０）年４月～ 特殊勤務手当 

検針手当２００円／日、開閉栓手当２００円／日、 

緊急出勤手当５００円／日の廃止 

滞納整理手当４００円／日を１５０円／日に減額 
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◎その他の取組 

内容 詳細 

給水工事受託基準の見直し 
平成１６（２００４）年度から、宅地等の開発行為に伴う水道布設工事を

開発業者の自主施工、水道課は検査のみとするよう見直し 

ポンプ場受電方式の見直し 
平成１９（２００７）年２月から、特別高圧受変電設備廃止のため、高圧

受変電設備への切り替えを実施 

企業債の繰上げ償還 

平成 19 年度から平成 21 年度まで及び平成 25 年度に利率４％以

上の企業債について補償金免除の繰上げ償還を行い、低い利率で借

換を行うことにより利子負担を軽減 

未利用地の売却 
平成２２（２０１０）年度に陣屋浄水場跡地を売却 

平成２５（２０１３）年度に県営諏訪向けポンプ場跡地を売却 

上下水道料金システムの見

直し 

平成２５（２０１３）年度のプロポーザル方式による上下水道料金シス

テム見直しにより、システム委託料を削減 

納入通知書の現地投函 
平成２５（２０１３）年度１０月から検針時に検針員が納入通知書を印

刷、投函することで、郵送料等を削減 

広報紙「企業局だより」への

有料広告の掲載 

令和３（２０２１）年度から、広報紙「企業局だより」を活用し、一般企業

の広告を有料で掲載 

有収率の向上 
有収率の向上を図るため、漏水調査、管路更新を計画的に推進 

令和６年度からは AIを活用した漏水調査 

森山浄水場送水ポンプ棟へ

のポンプ施設集約 

令和６（２０２４）年度に森山浄水場内に築造した送水ポンプ棟に一部

のポンプ施設を集約するにより、ポンプ台数と動力費を削減 
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水道事業 

 

（１０） 経営状況 

本市における経営状況を財務的な視点で分析するため、以下の項目で比較を行います。 

① 経年の実数推移による分析（直近５か年） ②経営比較分析表*における指標による分析 

①本市水道事業における直近５か年の推移
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前ページにおける分析のポイントは、以下のとおりです。 

【営業収益のうち料金収入】 

料金収入は主に給水人口の減少に伴い減収傾向にあります。行政人口の減少による影響のほ

か、一人当たり使用量の低下から、世帯あたりの使用量も低下しています。 

【営業費用】 

動力費・・・令和２（２０２０）年度から令和４（２０２２）年度までは微増。令和５（２０２３）年度以

降は、物価上昇や令和４（２０２２）年度の電気料金改定に伴い、大幅に増加しています。 

修繕費・・・令和２（２０２０）年度から令和６（２０２４）年度まで、計画的な施設の更新などによ

り突発的な修繕*の発生が減り減少傾向です。 

薬品費やその他経費…物価上昇等の影響により増減は発生しつつも漸増傾向にあります。 

  減価償却費*・・・施設更新等により増加傾向にあります。 

【資本的収入及び支出】 

収入における補助金は、一般会計からの企業債元金償還金*に対する繰出であり、同水準で推

移する見込みです。また、企業債については、建設改良費の増加に伴い、令和５（２０２３）年度以

降、増加傾向にあります。 

特に建設改良費の内訳としては、新設に関する費用ではなく、既存施設の改良にかかる費用

で７割近くを占めており今後も増加傾向にあることが予想されます。 

【企業債元金残高】 

企業債については毎年１０億円以上の償還を行っていますが、上記のとおり、企業債の発行額

の方が多い状況から、増加傾向にあります。 

 

②経営比較分析表による分析～茨城県内各市との比較～ 

経営比較分析表は、総務省が推進する「見える化」の一環として、経営指標の経年比較や他

（類似団体平均）との比較等を行い、現状や課題等を的確に把握するとともに、経営状況をわか

りやすく説明するため、策定し公表するものです。 

本戦略においては、経営比較分析表のうち次の経営指標について分析します。 

なお、比較にあたっては、令和５（２０２３）年度の茨城県内各市水道事業及び総務省経営比較

分析表における類似団体平均を対象としています。 

 

❶経常収支比率*  ❷料金回収率*  ❸給水原価* ❹企業債残高対給水収益比率* 
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■令和５（２０２３）年度 茨城県内各市の指標一覧（水道事業）  

令和５（２０２４）年度 公営企業年鑑 
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❶経常収支比率 

 

基本算式：経常収益／経常費用×１００（％） 

 

地方公営企業法適用企業に用いる経常収支比率は、その年度において、料金収入や一般会

計からの繰入金*等の収益で、維持管理費*や支払利息等の費用をどの程度賄えているかを表す

指標です。 

経常収支比率が１００％以上であると、単年度の収支が黒字であることを示しています。 

【ポイント】 

・健全経営の水準とされる１００％を上回っています。 

・経年の推移としては、令和３（２０２１）年度以降減少傾向であり、令和６（２０２４）年度には、５％

以上の低下が見られます。水道料金等の収入が減少しており、また、令和６（２０２４）年度には物

価上昇や施設更新等により支出も増加していることから大きく減少しました。 

・令和５（２０２３）年度の全国類似団体の平均（１０９．67％）より高い水準となっています。 

 

■経常収支比率の推移  

 

 

 

 

 

                                             

                                    

                            

      

      

      

      

      

      

      

（年度）
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❷料金回収率 

 

基本算式：給水単価／供給原価×１００（％） 

 

料金回収率は、料金で回収すべき経費を、どの程度料金で賄えているかを表した指標であり、

料金水準等を評価することが可能です。 

料金回収率が１００％以上であると、料金で回収すべき経費をすべて賄えていることを示して

います。 

【ポイント】 

・事業に必要な費用を料金で賄えている状況とされる１００％を上回っています。 

・経年の推移としては、令和３（２０２１）年度以降減少傾向であり、令和６（２０２４）年度には、５％

の低下が見られます。令和４（２０２２）年度および令和６（２０２４）年度は給水原価が上がったこと

から料金回収率が下がりました。 

・令和５（２０２３）年度の全国類似団体の平均（101.11％）より高い１１１．９５％ 

・水道水１㎥当たりの料金収入を示す料金収入の指標である供給単価は人口減少にもある中で、

一定水準で維持することができていますが、料金で回収すべき費用の対象経費である給水費及

び給水原価が物価上昇等により上昇しているため、将来的に賄えなくなる可能性が予測されま

す。 

■料金回収率の推移  

 

 

 

  

                                             

                                    

                           

     

     

      

      

      

      

（年度）
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❸給水原価 

 

基本算式：給水費／年間有収水量（㎥） 

 

給水原価は、有収水量１㎥当たりの給水に要した費用であり、かつ給水に係るコストを表した

指標のため、原価が低いことが求められます。 

【ポイント】 

・経年の推移としては、給水費（浄水を作り、送り届けるためにかかる費用）は物価高騰などにより

上昇しており、それに伴い給水原価も上昇傾向にあります。 

・令和５（２０２３）年度の全国類似団体の平均（171.09円）より低い１４４．８０円 

・給水費は令和５（２０２３）年度には、物価高騰により、一旦減少するものの令和６（２０２４）年度

には、増加しています。 

 

■給水原価の推移  

 

 

 

                                             

                                    

                            

    

     

     

     

     

      

      

      

      

      

（年度）
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❹企業債残高対給水収益比率  

 

基本算式：企業債現在高合計／給水収益 

 

企業債残高対収益比率は給水収益に対する企業債残高の割合であり、企業債の負担が給水

収益に対してどの程度の比率になっているかを示す指標となっています。 

当該指標については、水道施設の経過年数や整備状況など各団体の状況に左右されるため

明確な数値基準はありません。 

【ポイント】 

・経年の推移としては、年々減少傾向にあり、今後も更新需要を踏えると企業債残高が増加し、数値

の悪化が見込まれます。 

・今後も人口減少等により料金収入の減少が見込まれることから、企業債の抑制を図ることが必要

です。 

■企業債残高対給水収益比率の推移 

   

                                             

                                    

                            

    

      

      

      

      

      

      

      

（年度）
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３ 経営の基本方針 

（１） 理想像、基本理念 

これまで、本市の水道事業は着実に発展を続け、普及率もほぼ１００％となっています。加えて、

前述の通り、水道料金は県内で比較的安価で安定した水道供給を行っています。しかしながら、

民間活用*の拡大といった規制緩和の進展や地球温暖化を踏まえた環境負荷低減の要請、ある

いは気候変動による災害リスクの顕在化など、水道事業を取り巻く社会環境が大きく変化して

います。今後は、施設老朽化等への対応や地震対策、危機管理体制の更なる強化や人口減少な

どによる需要変化を踏まえて、これまで同様に、安定的に水道供給が持続できるよう、国土交通

省が示す「新水道ビジョン」における水道の理想像である「持続」、「安全」、「強靭」の実現を目指

し、基本理念として「地域とともに、信頼を未来につなぐ日立の水道」を掲げて、事業を展開して

いきます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【基本理念】 

 

 

 

  

地域とともに、信頼を未来につなぐ日立の水道 

水道 PRキャラクター『すいぺん』 
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（２） 基本方針 

理想像、基本理念を踏まえ、基本方針「持続：経営基盤の強化と健全な経営の推進」、「安全：安全・

安心でおいしい水の供給」、「強靭：災害に強い水道の確立」ごとに施策を推進し、全ての利用者に安

全で良質な水道水を供給するため、更なる経営基盤の強化に努めます。 

 

基本方針 基本施策 

 

経営基盤の強化と健全な経営の推進 

 

人口減少に伴う料金収入の減少や施設の老朽

化に伴う更新費用が増大する中においても良質な

サービスを持続するため、徹底した経営基盤強化

と健全経営の推進に取り組みます。 

ア 効率的な組織の整備 

イ 技術継承と人材育成 

ウ 広域化*の推進 

エ 民間の資金・ノウハウの活用等 

オ 料金改定  

カ 情報の提供・広報啓発活動 

キ 施設・設備の統廃合、合理化 

ク 予防保全型維持管理* 

ケ その他経営基盤強化に関する事項 

 

安全・安心でおいしい水の供給 

 

「水安全計画」及び「水質検査計画」に基づく徹底

した水質管理や災害時の住民との連携により、安

全で安心な水を供給します。 

 

ア 水質管理体制の強化  

イ 水源の保全 

ウ 住民との連携 

 

 

災害に強い水道の確立 

 

 水道施設の計画的な耐震化、給水拠点整備等の

危機管理システムの構築など、災害に強い水道の

確立に取り組みます。 

 

 

ア 老朽施設の改築*・更新 

イ 耐震化への取組  

ウ 危機管理等の体制整備  
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４ 投資・財政計画 

（１） 投資試算 

各投資事業の考え方と費用の見通し  

ア 数値目標（投資目標）の設定  

投資試算において、安全・安心な水を安定的に供給することを可能とするため、計画期間内

に達成すべき目標を設定します。本計画では、水道事業の効率性を測る指標として管路更新率*

や有収率*、水道施設の合理的な使用状況を測る指標として施設利用率*、今後の施設の強靭さ

を示す指標として主要管路の耐震化率*、管路の老朽状況を示す指標として管路経年化率*に目

標値を設定し、投資計画を策定します。 

 

 数値目標（投資目標） 

      年度 

区分 
Ｒ８（２０２６） Ｒ１２（２０30） Ｒ１７（２０３５） 

管路更新率   0.7％   0.7％   0.7％ 

有収率 ８８．５％ ８８．７％ ８８．9％ 

施設利用率 ４３．0％ ４０．８％ ３４．8％ 

管路経年化率 ３７．６％ ４９．１％ ６１．１％ 

主要管路の耐震化率 ４１．４％ ４４．５％ ４５．９％ 

 

イ 改築更新事業の主な内容 

今後、多くの水道施設が耐用年数を迎えることから、水道施設ごとの更新順位を検討してい

ます。これまで、管路については、他の施設に優先して耐震化を兼ねた更新を行ってきました

が、今後は管路以外の耐用年数を迎えた施設についても、森山浄水場の更新や森山浄水場へ

の大規模ポンプ施設の集約整備など本格的な施設更新に着手します。 

 

■施設 

➢ 取水・導水施設  

施設の老朽化対策として、令和８（２０２６）年度から低揚ポンプ場の長寿命化工事を開始しま

す。また、高揚ポンプ場のポンプ、受電盤等も老朽化しているため、計画的に更新していきます。 
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➢ 浄水施設 

基幹施設である森山浄水場の沈殿池、ろ過池、浄水池等の土木構造物が順次耐用年数を迎えて

いるため、順次改築更新を進めていきます。さらに、十王浄水場の２系列目（沈殿池・ろ過池）の整

備を行い、森山浄水場の配水負担の軽減を図るとともに、施設（設備）の長寿命化、ダウンサイジン

グ及び改築更新を行います。 

 

➢ 送・配水施設  

大規模ポンプ場の老朽化に伴う送水方法の見直しを行い、森山浄水場内に築造した送水ポン

プ棟に各ポンプ場のポンプを集約します。それぞれのポンプ設備の整備は、送水管の布設工事と

スケジュールを調整しながら行います。 配水池の老朽化、耐震化対策については、本計画期間以

降の令和１１（２０２９）年度から順次開始する予定です。 

 

◎計画期間における主な事業、実施時期及び事業費（施設）  

区分 主な事業 実施時期 
事業費（千円） 

（２０２６年～２０３５年） 

取水・導水施設 
・低揚ポンプ場のポンプ更新工事 令和８（２０２６）年～ 

令和９（２０２７）年 

２０４，０００ 

浄水施設 

・十王浄水場の２系列目整備工事 

 

・森山浄水場の２系ろ過池更新工事 

令和９（２０２７）年～ 

令和１４（２０３２）年 

令和１３（２０３１）年～ 

令和１６（２０３４）年 

２，０００，０００ 

 

１，２４０，０００ 

送水・配水施設 

・送水ポンプ棟ポンプ設備等の 

設置工事 

・兎平高区配水場の更新工事 

 

・諏訪ポンプ場のポンプ更新工事 

令和８（２０２６）年～ 

 

令和１３（２０３１）年 

令和１７（２０３５）年 

令和８（２０２６）年 

３４８，０００ 

 

５２０，０００ 

 

３３，０００ 

合計 ４，３４５，０００ 

 

■管路 

管路の更新については、布設開始当初から半世紀以上が経過し、老朽化対策が急務となってい

ます。また、東日本大震災、能登半島地震の被害を踏まえ、水道管路の耐震化が喫緊の課題とな

っています。水道施設更新計画では、これら老朽化対策と耐震化を同時に進めることとしていま

すが、多額の投資と期間を要することから、管路を社会的評価（ルートの重要性、口径）、工学的評
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価（経過年数、漏水履歴、地盤特性、土壌特性）の視点で評価し、優先的に更新すべき順位を定め

るとともに、更新コストの平準化*を考慮して、更新を進めます。 

➢ 導水管  

第２、第３、第４導水管は、久慈川水源から森山浄水場まで原水を送水するための基幹管路であ

り、整備後最も古い第２導水管で６６年が経過しているため、更新の優先度が最も高い管路です。

更新工事は、社会的影響と経済性考慮し、既設ルートを優先しつつ既設管を利用した更生工法や

パイプインパイプ工法、開削での入れ替えといった工法から最も有利な方法で整備を行います。 

➢ 送水管 

更新の優先度の高い第７送水管について、更新を行います。また、第７送水管の更新が令和８

（2026）年度に完了することで、送水ポンプ棟から送水が可能となることから、第８送水管の廃止

が可能となります。第１、第３送水管については、現ルートが交通量の多い国道や狭あいな市道に

布設されているため、現行位置への更新はせず、配水系統の再編成により、施設縮小を進めます。 

 

➢ 配水管 

配水管の更新については、更新評価基準に基づき、優先度の高い路線から順次整備を進めてい

るところですが、能登半島地震を受けて重要給水施設ルートの重要性、重要輸送道路下に埋設さ

れた老朽化した鋳鉄管などへの対応を考慮し、社会的評価を見直し優先順位を再評価したうえで

整備を進めます。主な更新対象となる管種は、鋳鉄管（ＣＩＰ*）及び硬質塩化ビニル管（ＶＰ*）で、耐

震性能を備えた管種にて更新します。また、将来の水需要を見据えた口径見直しによる計画的な

更新（ダウンサイジング*）も進めていきます。 

 

◎計画期間における主な事業、実施時期及び事業費（施設） 

区分 主な事業 実施時期 
事業費（千円） 

（２０２６年～２０３５年） 

導水管 

第２、３導水管更新事業 

 

第４導水管更新事業 

令和１３（２０３１）年～ 

令和１８（２０３６）年 

令和１６（２０３４）年～ 

令和２２（２０４０）年 

 

１，２７５，０００ 

 

６４２，０００ 

送水管 第７送水管更新事業 令和８（２０２６）年 １９１，０００ 

配水管 配水管更新事業 
令和８（２０２６）年～ 

令和１７（２０３５）年 
１０，８１１，０００ 

合計 １２，９１９，０００ 
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ウ 施設の統廃合、合理化、長寿命化の取組 

今後の人口減少に伴い、給水量の減少が見込まれることから、施設利用率の低下が懸念されま

す。こうした状況で、全ての施設を現在の状態で維持することは、膨大な事業費負担を伴うため、

耐用年数を迎えた施設の更新に合わせて、施設能力を見直し、施設の統廃合や合理化、長寿命化

により、経営基盤の安定化を図ります。 

また、森山浄水場に合わせて、十王浄水場の施設能力を見直すことで久慈川の海水遡上対策を

含む、安全給水の確保を図ります。 
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■ 森山浄水場の更新 

将来人口の推計を踏まえた水需要の予測から、浄水処理能力を現在の半分以下に抑えること

が可能なため、老朽化による施設の更新に合わせて、ダウンサイジングを行います。   

施設能力 ： 現状 １０３，０００㎥／日 → ５５，０００㎥／日  

計画期間 ： 令和１５（２０３３）年度～令和２５（２０４３）年度  

また、本計画期間以降において、大規模配水池の施設容量の見直しを行う予定です。 

 

◎森山浄水場施設平面図 
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■ 十王浄水場の更新 

久慈川の海水遡上に伴う給水停止のリスク回避、災害時等における森山浄水場と十王浄水場

の相互の水運用エリアの拡大など、安全給水の確保を推進するため、十王浄水場の２系列目（沈

殿池・ろ過池）の整備を行い、浄水能力の強化を図ります。 

施設能力 ： 現状 １６，０００㎥／日 → ２７，０００㎥／日  

計画期間 ： 令和９（２０２７）年度～令和２５（２０４３）年度 

◎十王浄水場施設平面図 
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■ 低揚・高揚ポンプ場ダウンサイジング 

導水施設である低揚ポンプ場及び高揚ポンプ場については、老朽化対策として各々更新を行う

こととします。更新に当たっては、人口減少に伴う機器等のダウンサイジングを図り、将来的な運

転コストの低減と、機器の減少に伴う維持管理の効率化を進めていきます。  

計画期間：令和８（２０２６）年度～令和１２（２０３０）年度 

 

■ 送水管・配水管 

管路については、将来の水需要に応じて、口径の見直しを進めます。また、管路更新に合わせた

耐震化の実施により、耐久性が高い管種とすることで、ライフサイクルコスト*の低減を図ります。 

口径縮小計画： 

①送水管 既設管口径 → 施設の再編成や水需要を踏まえ検討し整備する 

②配水管 既設管口径 → 口径減の可能な路線を選定し整備する 

更新に係る想定耐用年数 

    管路更新に当たっては、更新費用削減と平準化を図るために、横浜市老朽管改良（耐震化）計

画Ｈ２０や類似団体の過去の全国水道研究発表会の事例を参考した実耐用年数を採用してい

る。 

 

■ 耐震化事業 

 東日本大震災では、浄水場のほか導水管、送水管、配水管の破損に伴う路上漏水により長期の 

断水が生じました。このため、現在は、水道施設更新計画策定に基づき、管路の耐震化を積極的に

進めています。管路については、社会的評価（ルートの重要性、口径）、工学的評価（経過年数、漏

水履歴、地盤特性、土壌特性）の視点から、優先度の高い管路から更新を進めているところです。

更新に当たっては、耐震性能を備えた管材を採用し、耐震化を合わせて推進します。 

浄水施設については、令和４、５年度に実施した耐震診断の結果、十王浄水場においては、耐震

性に問題はなかったものの、森山浄水場においては、２系沈殿池は、Ｌｖ２地震時の耐力が不足し

ているため、耐震補強工事を実施し、長寿命化を図っていきます。２系ろ過池は、躯体の地盤沈下

が見られ、耐震補強工事の効果が得られにくいことから、令和 １３（２０３１）年度に更新に着手し

ます。その他、着水井、原水池、薬品混和池、№４浄水池については、耐震性がないため、改築更新

及び耐震化を進めます。 
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（２） 投資以外の経費 

収益的支出（投資以外の経費）の積算の考え方や費用の見通し 

収益的支出は、浄水、配水及び給水に係る費用や、水道事業を経営していくための事務的経

費、また、減価償却費や企業債の利息等から構成されます。水需要が減少する一方で、動力費

等の物価上昇の影響による維持管理経費の増加及び施設や管路の更新事業が増加することに

よる減価償却費や支払利息の増加に伴い、収益的支出全体は、増加する見込みです。 

 

主な支出項目 積算の考え方 

職員給与費 
人口減少に伴った事業規模に見合う人員配置と直近の人件費の上昇傾向

を見込んで計上しています。 

委託料 
 浄水場の維持管理業務や、水道汚泥の処分・リサイクル、有収率改善に向け

た漏水調査、検針業務等の経費を過去の実績をベースに計上しています。 

修繕費 
 現在の施設や設備を長期的に活用するための修繕費や漏水修理費等を各

施設の修繕周期や過去の実績をベースに計上しています。 

動力費・薬品費 
 動力費及び薬品費については、直近の実績を基に、将来の人口減少に伴う

処理水量の減少と物価の上昇を見込んで計上しています。 

減価償却費 

 既存施設分を償却年数に応じて計上するほか、建設改良事業に合わせた新

規取得分については、法令等の耐用年数に応じた償却年数を適用することに

より計上しています。 

支払利息 
 既借入分は償還計画により計上し、新規借入分については、対象事業ごと

の償還年数及び利率の上昇を見込んで計上しています。 

その他 
 借地料などの賃借料やその他の事務経費について、原則として令和７年度

当初予算と同額で計上しています。 

 

（３） 財源試算 

ア 数値目標の設定 

  持続可能な財源水準を把握するために、財源試算において数値目標を設定します。 

  本計画では、費用に対する収益性を図る指標として、経常収支比率や料金回収率のほか、将来

の更新需要に対応するための指標として資金残高を目標値にします。 

          年度 

区分 
Ｒ８（２０２６） Ｒ１２（２０３０） Ｒ１７（２０３５） 

経常収支比率 １１１．９４％ １００．11％ １００．００％ 

料金回収率 １１２．９６％ １００．12％ １００．００％ 

資金残高 １，９８１  円 ２，５７９  円 １１１  円 
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イ 収益的収入 

収益的収入は、水道事業の経営の根幹をなす収入で、水道料金収入が中心となります。地方公

営企業は独立採算を原則としており、水道料金収入によって水道事業を経営していくことが求め

られています。  

今後は、人口減少に伴う水需要の減少が見込まれるため、水道料金収入も減少していきます。

なお、国（総務省）が示す繰出基準*による繰入金*は、これまでと同様に収益的収入として計上し

ています。  

（ア） 水道料金（給水収益*） 

基本料金については、人口減少を見込んだ給水件数推計に基づき推計した調定*件数に口径

別の単価を乗じて算出しています。 従量料金については、人口減少に伴う水需要の減少を見

込んで推計した各ブロックの有収水量*に単価を乗じて算出しています。  

（イ） 一般会計負担金（他会計負担金）、一般会計補助金 

本市では、国（総務省）が示す基準内繰入れ*として一般会計負担金、簡易水道事業の統合に伴

う基準外の繰入れ*として一般会計補助金の繰入れを行っています。一般会計負担金の主な内容

としては、消火栓の補修に係る経費や本計画期間内における企業債利息に応じた、各繰入金を計

上しています。また、下水道事業と共通する経費（人件費、備消品費等）を、水道事業が全額負担

していることから、当該経費の下水道事業分について、下水道事業会計負担金として計上してい

ます。  

（ウ） 長期前受金戻入*  

建設改良の財源となる国県補助金、一般会計負担金、一般会計補助金等について、減価償却

に応じて収益化する額を計上しています。  

（エ） その他 

加入金、手数料等について、過年度の実績等に基づいて計上しています。 

ウ 資本的収入 

資本的収入は、建設改良事業の財源である企業債や国県補助金、その他企業債の償還に充て

るための財源である一般会計からの繰入金等の収入です。  

（ア） 企業債* 

本計画では、水道施設の改築更新事業や耐震化事業に伴う建設改良費の増加に対応するため、

企業債対象事業について、原則として充当率を１００％としています。  

（イ） 国県補助金 

本計画期間内においては、国の生活基盤施設耐震化等交付金等の適用が見通せないため計

上していません。 

引き続き国の動向を注視しながら、補助金の確保に取り組むこととし、今後の投資・財政計画

に適時反映させていくこととします。 



 

 

44 

 

第２章 

水道事業 

（ウ） 一般会計負担金、一般会計補助金 

総務省が示す基準内の繰入れとして、消火栓の設置に係る経費や企業債元金の償還金に応じ

一般会計負担金を計上しています。また、基準外繰入れとして、旧簡易水道事業分の企業債償還

金に応じて一般会計補助金を計上しています。  

（４） 投資・財政計画 

今後の厳しい経営環境の中でも事業を推進していくためには今後の経営状況を把握する必要

があるため、現状の予測に基づいたシミュレーションを行います。 

ア 収益的収支* 

本市水道事業の各年度の経営状況（黒字・赤字）を示す損益収支上の純損益は、令和８（２０２６）

年度の水道料金の改定により令和１２（２０３０）年度までは、毎年度当年度純利益（黒字）を確保で

きる見込みです。しかしながら、人口減少に伴う水道料金の減少や、減価償却費等の増加の傾向

は続くと見込まれるため、令和１３（２０３１）年度に、約９，４００ 円の当年度純損失（赤字）が発生

する見込みであり、改めて、水道料金の改定について検討する必要があります。 
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投資・財政計画（収益的収支） 

 

（水道事業） 
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（単位：千円） 
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イ 資本的収支* 

資本的収支の主な内容は、水道施設更新計画等に基づく建設改良費の資本的支出と、その支出の

財源となる企業債や国県補助金などの資本的収入です。 

建設改良費は、令和９（２０２７）年度から十王浄水場２系列化事業が開始し、令和１２（２０３０）年ま

では年間２５億円程度で推移します。その後、第２・第３導水管更新事業を開始する令和１３（２０３１）

年度以降増加する見込みです。 

資本的収入では、建設改良費の支出に合わせて、企業債の財源を見込んでいます。 

企業会計*では、資本的収支の不足する額を損益勘定留保資金*等の補填財源によって補填する

こととなっており、補填後に残った資金が資金残高となります。 

本市の資金残高については、令和６（２０２４）年度決算において約１２億５千 円であったものは、

料金改定に伴い、令和１１（２０２９）年度に約２６億円まで増加します。その後は、建設改良費の増加

及び水道料金の減少により、令和１７（２０３５）年度には約１億１千 円まで減少する見通しとなって

います。 

また、企業債未償還残高については、令和１７（２０３５）年度まで急増していくため、今後経営を圧

迫する大きな要因になるものと見込まれます。 
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投資・財政計画（資本的収支） 

 

（水道事業） 
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（単位：千円） 
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（５） 今後の業績指標向上へのロードマップ 

経営の健全化を示す業績指標に係る数値目標の達成に向けて、次のロードマップのとおり、毎年

経営戦略の取組について検証を行うとともに、５年後ごとに経営戦略の改定と投資・財政計画の試

算及び料金改定の必要性について検証します。 

 

ア 経営健全化に関する定量的な業績指標及び目標年限 

（ア） 水道事業 目標 

年度 

 

区分 

令和６（２０２４） 

決算 

（現状値） 

令和８（２０２６） 

見込み 

令和１２（２０３０） 

目標 

令和１７（２０３５） 

目標 

経常収支比率 108.23％ １１１．９４％ １００．１１％ １００．００％ 

料金回収率 １０５．４１％ １１２．９６％ １００．１２％ １００．００％ 

（イ） ロードマップ 

項 目 
Ｒ７ 

（２０２５） 

Ｒ８ 

（２０２６） 

Ｒ９ 

（２０２７） 

Ｒ１０ 

（２０２８） 

Ｒ１１ 

（２０２９） 

Ｒ１２ 

（２０３０） 

Ｒ１３ 

（２０３１） 

Ｒ１４ 

（２０３２） 

Ｒ１５ 

（２０３３） 

Ｒ１６ 

（２０３４） 

Ｒ１７ 

（２０３５） 

Ｒ１８ 

（２０３６） 

経営戦略改定 ◎     ◎     ◎  

経営戦略取組 

の検証 
            

収支再計算・ 

料金改定の検討 
◎     ◎     ◎  

必要に応じた 

料金改定の実施 
 ◎     ◎     ◎ 

 

イ 収入増加及び支出削減のための具体的取組及び実施時期 

  収入増加に向けた取り組みについては、人口減少に伴う有収水量の減少により水道料金収入の

減少が見込まれることから、水道使用者の負担と経営安定の両面を見据え、５年ごとに投資・財政

計画の試算を行うとともに、十分な期間を設けて料金改定の必要性を検討します。 

  また、支出削減の取り組みとしては、十分に局内の協議を行うとともに、民間活用やデジタル技

術の活用や施設の更新算定における新たな契約手法などの検討を続けていく中で最適となる支出

削減の取り組みを実施します。 

  なお、数値目標の達成に向けて、平成２５（２０１３）年度から、ポンプ等の運転効率化による動力

費の削減のほか、令和２（２０２０）年度からの検針業務の効率化や令和６（２０２４）年度からのＡＩを

活用した漏水調査による委託料の削減など、経費削減の取組を継続して実施しています。 
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５ 基本施策  

 （１） 【持続】～経営基盤の強化と健全な経営の推進～ 

ア 効率的な組織の整備 

 本市では、平成１１（１９９９）年に水道部と下水道部を統合し、上下水道部と業務部の２部体制とし、

さらに平成１８（２００６）年には、上下水道部と業務部を統合し、上下水道部とすることで、上下水道

事業の一体化を図り、職員数の適正化と効率的な組織の整備を進めてきました。 

  今後も、事務事業の見直しやＤＸの推進、民間活用の導入可能性の検討など経営の効率化を進

めながら、将来必要となる大規模更新事業を見据えた組織と職員数の適正化に努めます。 

  

イ 技術継承と人材育成 

職員の退職に伴う技術・ノウハウの喪失への対策として、職場内研修（ＯＪＴ）を中心とした若手職

員の育成を行うとともに、日本水道協会等の外部団体が主催する水道に係る専門的な研修へ職員

派遣を積極的に実施します。 

また、適切なジョブローテーションに努めるほか、職員の資格取得試験の受講料を助成する支援

制度や新任職員等の業務への早期理解を促すための「事務事業研修」、「施設見学研修」、「企業会計

研修」などを併せて実施することで、一層の技術継承と人材育成の充実、強化を図ります。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

技術継承研修（サドル分水栓穿孔・配水池バルブ切替作業） 

 

ウ 広域化の推進 

広域化については、施設・業務の効率化や人材の確保など経営のスケールメリットによる効果が

見込まれますが、一方で、地理的条件や水道料金等の異なる各事業者間での調整の必要性や市民、

議会の理解など、十分に議論・検討を行うことが必要です。 

茨城県では、令和４（２０２２）年２月に「茨城県水道ビジョン」を公表し、広域化の取組として、２０

５０年度の県内水道の一元化（１県１水道）の実現を目標に掲げています。 
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また、この中では、本市を含む県北広域圏（日立市、常陸太田市、高萩市、北茨城市、常陸大宮市

の一部、城里町、大子町）における当面１０年間の目標として、薬品等の共同発注等を中心とした広

域化を検討することが示されています。 

令和７年２月２６日には、茨城県企業局を統合先とする水道事業の経営一体化に向け、県外を含

む２１事業体による基本協定が締結されましたが、本市においては、茨城県や近隣事業体の動向に

注視しながら、茨城県水道ビジョンに掲げられた、薬品等の共同発注を念頭に検討していきます。 

広域化の形態 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（出典）公益社団法人日本水道協会「水道広域化検討の手引」Ｐ１６図を参考とした。 

広域化の形態と概要 

形態 概要 

事業統合 

経営主体も事業も一つに統合された形態 

 複数の水道事業等による事業統合 

 水道用水供給事業と水道事業の統合 

経営の一体化 
経営主体は一つだが、認可上、事業は別になっている形態 

 同一の経営主体が複数の水道事業等を経営する方法など 

管理の一体化 

維持管理業務や総務系の事務処理などを、共同実施あるいは共同委託

等により業務を実施する形態 

 複数の水道事業者が共同で第三者（民間事業者等）へ管理を委託 

 検針業務、収納業務を共同で委託など 

施設の共同化* 

取水場、浄水場、緊急時連絡管などの共同施設を保有する形態 

 共有施設の保有、緊急時連絡管の整備、災害時等の応援体制の構築

など 
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エ 民間の資金・ノウハウの活用等 

民間の資金・ノウハウの活用等により、受託事業者の創意工夫による費用削減や業務効

率化の効果が期待されますが、一方で、委託する事業体側の技術者の技術継承・人材育成

が困難になることや緊急時の事業体と受託事業者の連携や役割分担など、安全・安心に対する責任

と対応体制の構築が必要となります。 

本市における民間事業者等への業務委託は、浄水場における保安管理、水質検査の一部、設備点

検、清掃等や浄水汚泥の処理等で、既に実施しています。 

今後は、更なる経営効率化を図るため、上下水道料金の検針事務や収納事務等の包括的民間委

託*のほか、現在下水道事業で先行しているウォーターＰＰＰ*の導入可能性調査の実施について検

討していきます。 

官民連携の手法と概要 

手法 概要 

従来型委託 民間事業者のノウハウ等の活用が効果的な業務についての委託 

施設設計、水質検査、施設保守点検、メーター検針、窓口・受付業務など 

包括委託 従来の業務委託よりも広範囲にわたる複数の業務を一括して委託 

第三者委託 浄水場の運転管理業務などの水道の管理に関する技術的な業務につい

て、水道法上の責任を含め委託する制度 

ＤＢ （Design Build）公共が資金調達を負担し、設計と建設を一括して民間

に委託する方式 

ＤＢＯ （Ｄｅｓｉｇｎ Ｂｕｉｌｄ Ｏｐｅｒａｔｅ：公共が資金調達を負担し、設計・建設、運

営を民間に委託する方式） 

施設の設計、建設、維持管理、修繕などの業務全般を一体的に行うものを

対象とし、民間事業者のノウハウを活用して包括的に委託する方式 

ＰＦＩ* （Ｐｒｉｖａｔｅ Ｆｉｎａｎｃｅ Ｉｎｉｔｉａｔｉｖｅ：公共施設等の建設、維持管理、運営等

を民間の資金、経営能力及び技術的能力を活用する方式） 

施設の設計、建設、維持管理、修繕等の業務全般を一体的に行うものを対

象とし、民間事業者の資金とノウハウを活用して包括的に実施する方式 

ウォーターＰＰＰ 水道・下水道などの水関連事業において、公共（自治体等）と民間企業が

連携して、施設の整備・運営・管理を行う。長期契約により、維持管理と更

新を一体的にマネジメントする方式 

公共施設等運営権方式

（コンセッション方式） 

水道施設の所有権を公共が有したまま、民間事業者に当該施設の運営権

を譲渡し、運営を委ねる方式 

（参考）厚生労働省 平成２８年度 第２回 水道分野における官民連携推進協議会 資料 
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オ 料金改定 

 人口減少による給水人口や有収水量の減少に伴い主要な財源である料金収入が減少傾向で推

移する中、県内でも早期に整備された本市の水道施設は老朽化が進行するとともに、頻発化、激甚

化する自然災害に備えるための、管路や施設の老朽化対策や耐震化対策に係る経費が増大するな

ど、厳しい経営環境に置かれています。 

 更に、これまで優先して行ってきた管路の更新に加え、耐用年数を迎えた浄水場等の施設の更

新事業にも本格的に着手する必要があり、今後も引き続き安心、安全な水道事業サービスを安定的

に提供するための経営基盤強化に向けて、令和８年（２０２６）４月１日付で水道料金を改定します。 

 今回の料金改定により、令和１２（２０３０）年度までは必要な財源が確保できる見込みですが、

今後の水道料金収入の減少と必要な更新経費を踏まえた投資・財政計画では、令和１３（２０３１）年

度には、再び損益収支が赤字に転じる見込みのため料金改定の検討が必要となります。 

 

カ 情報の提供・広報啓発活動 

本市では、企業局広報委員会を設置し、上下水道フェア等のイベント活動のほか、ホームページや

フェイスブック、ＸなどＳＮＳを活用した事業紹介、ＹｏｕＴｕｂｅを活用した広報動画の製作、広報紙

「企業局だより」やパンフレット「ひたちの水道」の発行など、様々な媒体での広報活動を実施してい

ます。 

上下水道事業は、市民生活にとって不可

欠のサービスとなっているものの、日頃は直

接市民の目に触れる機会が少ない事業で

す。それだけに事業の経営に当たっては、市

民の理解を得ながら進めることが大切です。 

今後もこれまでの取組を基本としながら、

人口減少に伴う料金収入の減少や水道施設

の更新・耐震化事業の必要性等について、市

民の理解を得られるよう、様々な手法による

広報活動の充実に努めます。                       水道フェア（森山浄水場） 
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キ 施設・設備の統廃合、合理化 

人口減少等による給水量減少のため、耐用年数を迎えた施設の更新に合わせ、施設の能力を見

直し、施設の統廃合や合理化を行う必要があります。 

令和６（２０２４）年度には、森山浄水場に築造した送水ポンプ棟に石名坂高区及び石名坂第２配水

場向けのポンプ施設を集約しましたが、今後は更に大沼配水場向けのポンプ施設を集約するなど、

施設を統廃合することで送水施設の効率化を図ります。 

また、森山浄水場と十王浄水場の給水エリアを見直し、相互の水運用を図るため、十王浄水場の

機能強化とともに、森山浄水場のダウンサイジングを図ります。さらに、管路の更新に伴う管種や口

径の見直しなど、更なる合理化を進めます。 

 

ク 予防保全型維持管理      

 これまでも、職員による浄水場、配水池等での点検・清掃を実施し、機械設備の摩耗や異音などの

状態監視を行ってきました。設備の状態により、一部の部品交換で延命化できるものか、又は、将来

において設備を更新したほうが有効なものか

を、コスト面から検討し、予防保全を図ってきま

した。 

 今後も日々の点検・調査結果を蓄積すること

により、より精度の高い評価を行い、施設の維

持管理に努めます。また、電気設備について

は、突発的に動作不良になるというリスクがあ

ることから、点検・調査結果だけではなく、稼働

時間による時間計画保全により予防保全を実

施します。                               ポンプ設備点検（会瀬配水池） 

 

ケ その他経営基盤強化に関する事項 

（ア） 事業費の多くを減価償却費や維持管理経費などの固定費が締める上下水道事業は、人口減少

等により給水量が減少しても、事業量は減少しにくい、いわゆる「装置産業」と呼ばれ、職員数の減

少が見込まれる中において、業務の効率化を図ることが重要となります。 

今後も、生成ＡＩのほか、Ｗｅｂ会議システムや上下水道施設台帳管理システムなどのＩＣＴツール

を積極的に活用し、業務効率化、経費削減に繋がるＤＸの推進に努めます。 

（イ） 水道水の製造と供給にかかる費用を効率的に回収し、事業の健全な運営を維持するためには、

できるだけ漏水量を減らし有収率の向上を図ることが重要です。衛生画像を活用した新たな漏水

調査のほか、水管橋点検業務や管路腐食等試験掘など、積極的に漏水防止対策を推進します。 
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（ウ） 環境・エネルギー対策として、主に森山浄水場及び低揚・高揚ポンプ場における動力費の削

減に取り組んできました。今後は、ポンプ設備の統廃合や配水池の効率的な運用等の取組を

進めるとともに、社会的な課題である電力需給のひっ迫問題等への対策の一つとして注目さ

れるデマンドレスポンスの導入による、脱炭素社会実現に向けた社会貢献と料金収入以外の

収入確保の可能性について検討します。 

（エ） 施設の老朽化対策等に係る特定財源の確保を図るため、（公社）日本水道協会を通じ、積極

的な国等への要望活動を実施します。 

（オ） 事業運営にかかるコスト削減と上下水道サービスの維持、質的向上を図りながら、「持続」

「安全」「強靭」な経営の実現を目指すため、更なる経営改革を推進します 

 

 （２） 【安全】～安全・安心でおいしい水の供給～ 

ア 水質管理体制の強化 

本市の「水質検査計画」に基づき、浄水処理前後の検査に加え、浄水処理過程中においても水質

検査を実施し、水質を監視しています。 

また、国の定める水質基準項目*に加え、本市独自の調査項目についても監視をするなど水質管

理の強化を図っていきます。 

さらに、河川を管理する国土交通省、茨城県及び久慈川流域の水道事業体で構成される情報連

絡網を活用し、情報交換を行うとともに、水質汚染事故が発生した際には、この情報連絡網を通じ

て現地調査と適正な浄水処理を行うことで水道水の安全性を確保しています。 

今後も関係機関との連携を図りながら高水準な水質管理を徹底するとともに、浄水処理技術に

関する調査研究等の情報収集を行うなど、更なる水質管理体制の強化に努めます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

水質検査（残留塩素測定・金属分析） 
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イ 水源の保全 

久慈川流域の水道事業体等で構成する久慈川水系水道事業連絡協議会に参画し、久慈川の水源

保全活動に努めるほか、令和７（２０２５）年度には、十王取水場に微量水中油分モニタを設置し、十

王川での油流出事故の監視強化を図りました。 

今後は、久慈川の海水遡上対策として、森山浄水場の取水量及び配水量を減らし、十王川を水源

とする十王浄水場の給水エリアを拡大するため、施設能力の強化を図ります。 

ウ 住民との連携 

東日本大震災を教訓に、災害時の応急給水所については、市内小・中学校や公共施設等を使用す

ることで、各コミュニティ単会に１か所以上の応急給水所を設置することとしています。 

発災時の応急給水の実施に当たっては、日立市企業局水道事業受援計画に基づき、多くの市民

ができるだけスムーズに給水を受けられるように、応急給水所の管理運用について、各コミュニティ

等と連携して対応します。 

今後も、各コミュニティ単会が主催する地域防災訓練への参加を通じ、応急給水活動についての

理解促進と、連携強化に努めます。 

 

 

 （３） 【強靭】～災害に強い水道の確立～ 

ア 老朽化施設の改築・更新 

本市の水道施設は、全国の類似団体平均に比べ老朽化の度合いが高い状況にあります。老朽化

により、災害時における断水等の潜在的

なリスクが高まることや、有収率が低下

することによる収益性の悪化が懸念され

ます。 

今後は、従来の予防保全と長寿命化の

取組を基本としつつ、令和９（２０２７）年

度からは「水道施設更新計画（Ⅱ期）」に

着手し、上下水道一体での耐震化と老朽

化施設の更新を計画的に推進し、将来に

わたる安定的な水道の確立に努めます。 

 

 

 

 

 

 

配水管漏水修理（小木津町） 
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イ 耐震化への取組 

平成２５（２０１３）年度から水道施設更新計画に基づき、管路については更新に合わせて耐震化を

図り、令和６（２０２４）年度末の主要管路の耐震化率は４１％です。令和１７（２０３５）年度の主要管路

の耐震化率４６％（４５．９％）を目標として、今後も着実に実施します。 

また、浄水施設については、令和４・５（２０２２・２０２３）年度に実施した耐震診断調査結果を踏ま

え、森山浄水場の耐震化を実施する予定です。令和９（２０２７）年度からは「水道施設更新計画  

（Ⅱ期）」に着手し、能登半島地震を教訓とした上下水道一体での耐震化を推進します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

第１０送水管更新（森山浄水場～会瀬配水池） 

ウ 危機管理等の体制整備 

本市では、災害時に備えた事業者や関係団体等との応急復旧や応急給水に係る協定の締結、東

日本大震災を教訓とした企業局防災訓練の実施、災害時の他事業体からの応援隊の円滑な受入方

法や応急給水所等を定めた、「日立市企業局水道事業受援計画」、水道事故が発生した場合の行動

指針とする「企業局事故対策マニュアル（水道編）」の策定など危機管理体制の整備に取り組んでい

ます。 

また、平成３０（２０１８）年度には、事業所井戸による応急給水実施に必要な土地利用に係る協定

を締結したほか、令和５（２０２３）年度には、市において茨城県石油業協同組合との「災害時におけ

る燃料優先供給等に関する協定」を締結、令和６（２０２４）年度には、池の川処理場等施設の浸水被

害を教訓に、災害時の迅速時な施設復旧を行うため、機械・電気設備関係３事業者との災害支援協

定を締結、さらに令和７（２０２５）年度には、大規模災害時において本市指定給水装置工事事業者以

外の他自治体からの応援事業者が修理を行うことを可能とする条例改正を実施しています。 

今後は、応急給水協定事業所や地域コミュニティ等と連携したより実効性の伴う防災訓練を実施

します。また、新たな応急給水設備として貯水機能付き給水管や公共施設の受水槽施設の新設によ

る応急給水や応急給水所まで来ることが困難な山側団地に居住する住民に対し、軽貨物自動車へ

の積載が可能な３００ℓ 給水タンクを活用した応急給水などを検証するなど、更なる危機管理体制

の強化に取り組みます。 
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１ 下水道事業の概要 

（１） 日立市（下水道事業）の特徴 

本市の下水道事業は、南北２５．９ｋｍに及ぶ海岸線と阿武隈山系に挟まれた細長い帯状に市街

地が形成されてきたことから、この地形や条件等に合わせた総体的な都市計画の中で、次の三つ

の事業形態によって実施しています。そのうち、本計画では、日立市公共下水道事業*及び那珂久

慈流域下水道*関連日立市公共下水道事業を対象としています。 

■日立市公共下水道事業（中央処理区）                   

■那珂久慈流域下水道関連日立市公共下水道事業（流関処理区）   

■日立・高萩広域公共下水道事業（広域処理区）              

ア  中央処理区では、基幹施設として池の川処理場を有しています。池の川処理場は、昭和４８

（１９７３）年４月に本市で初めて下水処理を開始した施設であり、処理能力は８４，０００㎥／日

です。 

イ  流関処理区では、平成元（１９８９）年に供用が開始された茨城県が管理する那珂久慈浄化セ

ンター（ひたちなか市）において、日立市、ひたちなか市、常陸太田市、水戸市、那珂市、常陸大

宮市、大洗町、城里町、東海村の６市２町１村の下水処理を行っており、処理能力は２３６，０００

㎥／日です。 

 

池の川処理場（管理棟） 

第３章 下水道事業 
 

Ⅲ 事業概要 

第３章 
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処理区域及び下水道施設の位置図（令和７（２０２５）年３月末現在） 

  

小木津駅 

十王駅 

日立駅 

常陸多賀駅 

大甕駅 

伊師浄化センター 

田尻中継ポンプ場 

  

河原子中継ポンプ場 

  

滑川中継ポンプ場 

  

田沢中継ポンプ場 

県施設（ポンプ場） 

  

旭町第１中継ポンプ場 

  

ふきあげ調整池 

  

池の川処理場 

日立市役所 

金沢交流センター調整池 

根道調整池 

戸崎中継ポンプ場 

東成沢中継ポンプ場 

会瀬中継ポンプ場 

初崎中継ポンプ場 

旭町第２中継ポンプ場 

東町中継ポンプ場 

浜の宮中継ポンプ場 桐木田中継ポンプ場 

橋下 
中継ポンプ場 

中央処理区域 

広域処理区域 

下水処理場 

中継ポンプ場 

雨水調整池 

県施設（ポンプ場） 

下水道施設 

処理区域 

流関処理区域 

下水道管（幹線） 

凡例 

雨水ポンプ場 
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 （２） 沿革 

ア 日立市公共下水道事業 

昭和４４（１９６９）年に事業認可を取得し下水道事業に着手、令和６（２０２４）年には、計画面積

約 2,232ｈａ、計画人口約７ ５千人となっています。 

イ 那珂久慈流域下水道関連日立市公共下水道事業 

茨城県が管理する那珂久慈流域下水道に接続する下水道整備事業として進められ、全体計画

の構成市町村は６市２町１村（日立市、ひたちなか市、常陸太田市、水戸市、那珂市、常陸大宮市、

大洗町、城里町、東海村）で構成されています。事業は昭和５２（１９７７）年に着手され、本市は、昭

和５９（１９８４）年から事業に参画し、令和６（２０２４）年には、計画面積約２，１７２千ｈａ、計画人口

約５ ２千人となっています。 

 

（３） 事業の現況 

本戦略の対象は日立市公共下水道事業及び那珂久慈流域下水道関連日立市公共下水道事業

となります。以下はその概要です。 

■日立市下水道事業の概要                              （２０２５年３月末現在） 

ア 業務 

※令和６（２０２４）年度決算統計より 

事業 日立市公共下水道事業 
那珂久慈流域下水道関連 

日立市公共下水道事業 

供用開始 １９７３年（昭和４８年）４月１日 １９８９年（平成元年）４月１日 

法適・非適用区分 法適用※昭和６１（１９８６）年４月１日法適用済 

計画処理人口 ７４，158人 ５２，４００人 

計画処理水量 62,004㎥／日 29,207㎥／日 

人口普及率 

（処理区域内人口／行政人口） 

９９．７％ 

９９．７％ ９９．７％ 

水洗化率 

（水洗化人口／処理区域内人口） 

９９．６％ 

９９．９％ ９９．２％ 

処理方法 分流式* 

処理区域内人口密度 ３１．６人／ｈａ 

処理区数 １か所 １か所 

処理場数 １か所 １か所 

有収水量密度 3,296．４９㎥／ｈａ 



 

 

63 

 

第３章 

下水道事業 

 
イ 施設（施設・管渠） 

（ア） 日立市公共下水道事業                            （２０２５年３月末現在） 

施設・管渠 施設数、施設能力 

終末処理場* 

１か所 

池の川処理場 

処理能力 ８４，０００㎥／日 

中継ポンプ場 １３か所 

ミニポンプ場 ４２か所（休止２か所） 

管渠延長 ４３０ｋｍ 

 

（イ） 那珂久慈流域下水道関連日立市公共下水道事業             （２０２５年３月末現在） 

施設・管渠 施設数、施設能力 

終末処理場（県管理施設） 

１か所 

那珂久慈浄化センター（ひたちなか市） 

処理能力 ２３６，2００㎥／日 

中継ポンプ場（県管理施設） １か所 日立ポンプ場 

ミニポンプ場 １１か所（休止１か所） 

雨水調整池 ３か所 

雨水ポンプ場 ３か所 

管渠延長 ３３９．８ｋｍ 
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ウ 県内の供用開始順位表   

事業体名 供用開始年月日 

日立市 昭 和 ４８（ １９７３ ）年 ４月 

水戸市 昭 和 ４９（ １９７４ ）年 ７月 

つくば市 昭 和 ５１ （ １９７６ ）年 ７月 

牛久市 昭 和 ５１ （ １９７６ ）年 ８月 

利根町 昭 和 ５２（ １９７３ ）年 ６月 

潮来市 昭 和 ５２（ １９７７ ）年 ８月 

神栖市 昭 和 ５３（ １９７８ ）年 ３月 

結城市 昭 和 ５３ （ １９７８ ）年 １ １月 

土浦市 昭 和 ５４ （ １９７９ ）年 １月 

ひたちなか市 昭 和 ５５（ １９８０ ）年 ５月 

竜ケ崎市 昭 和 ５５（ １９８０ ）年 ８月 

筑西市 昭 和 ５５（ １９８０ ）年 ９月 

守谷市 昭 和 ５６ （ １９８ １ ）年 ９月 

かすみがうら市 昭 和 ５７（ １９８２ ）年 １２月 

石岡市 昭 和 ５８（ １９８３ ）年 ４月 

阿見町 昭 和 ５９（ １９８４ ）年 ４月 

古河市 昭 和 ６０ （ １９８５ ）年 １月 

取手市 昭 和 ６０（ １９８５ ）年 １０月 

鹿嶋市 昭 和 ６０（ １９８５ ）年 １０月 

取手地方広域下水道組合 昭 和 ６０（ １９８５ ）年 １０月 

五霞町 昭和６１（１９９８６）年３月 

高萩市 平 成 元 （１９８９）年 ４月 

那珂市 平 成 元 （１９８９）年 ４月 

つくばみらい市 平 成 元 （１９８９）年 ４月 

東海村 平 成 元 （１９８９）年 ４月 

常陸太田市 平 成 ２（１９９０ ）年 ４月 

日立・高萩広域下水道組合 平 成 元 （１９８９）年 ４月 

ひたちなか・東海広域下水道組合 平 成 ３（ １９９ １ ）年 ４月 

笠間市 平 成 ４（１９９２ ）年 ３月 

坂東市 平 成 ５（１９９３ ）年 ３月 

河内町 平 成 ５（１９９３ ）年 ３月 

小美玉市 平 成 ５（１９９３ ）年 ７月 

令和５（２０２４）年度 公営企業年鑑 
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エ 使用料 

本市の使用料金体系は、基本使用料と超過使用料を設定しています。また、基本水量を１０㎥

として、超過使用に対して逓増制の料金体系をとっています。 

＜１か月あたりの使用料体系＞ （令和７（２０２５）年３月末現在）                 （税抜） 

基本使用料 
一般汚水 

１０㎥まで 
１，２００円 

浴場汚水 ９００円 

超過使用料 

（水量１㎥あたり） 

一般汚水 １０㎥超え２０㎥まで １３５円 

一般汚水 ２０㎥超え３０㎥まで １５３円 

一般汚水 ３０㎥超え５０㎥まで １６５円 

一般汚水 ５０㎥超え１００㎥まで １８３円 

一般汚水 １０１㎥超え２００㎥まで ２０７円 

一般汚水 ２０１㎥以上 ２２０円 

浴場汚水 １１㎥以上 ９０円 

 

 

 

＜日立市の下水道使用料の改定の変遍＞ 

時期 使用料改定 

昭和４８（１９７３）年制定 １㎥につき一般汚水２５円（従量制*使用料金制度にて新設） 

昭和５１（１９７６）年改定 水道料金の５０％に相当する額（逓増制使用料金制度導入） 

昭和５７（１９８２）年改定 水道料金の７０％に相当する額 

昭和６３（１９８８）年改定 基本使用料と超過使用料の使用料金体系へ移行 

平成４（１９９２）年４月改定 平均改定率４１．４％ 

平成９（１９９７）年６月改定 平均改定率２１．８％ 
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 ＜茨城県内の使用料の比較＞ 

・月２０㎥を使用した場合                                   （税込） 

 
 

令和５（２０２３）年時点の日立市の下水道使用料は、組合等を含め県内では１３番目という比較

的低水準にあります。 
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 ウ 組織 

下水道事業は、昭和６１（１９８６）年に地方公営企業法を適用し、平成１８（２００６）年からは水道

事業とともに、企業局上下水道部という一つの組織で運営しています。事務部門である総務課、

経理課、料金課と、技術部門である下水道課、下水道課雨水整備推進室、浄化センターで構成さ

れております。 

 

※各年４月１日現在（人） 

 

 

 

 
Ｒ１ 

(2019) 

Ｒ２ 

（2020） 

Ｒ３ 

（2021） 

Ｒ４ 

（2022） 

Ｒ５ 

（2023） 

Ｒ６ 

（2024） 

Ｒ７ 

（2025） 

下水道事業計 ２１ ２１ 23 24 ２6 26 27 

下水道課 
（雨水整備推

進室を含む） 

技術職 ９ １０ １２ １３ １３ １３ １３ 

事務職 ３ ２ ２ ２ 4 4 4 

浄化センター 
技術職 ８ ８ ７ ７ ７ ８ ８ 

事務職 １ １ 2 2 2 １ 2 

 

 

 

  

上下水道部 技術部門

下水道課 １７名

雨水整備 進室

浄化センター １０名
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２ 現状と課題 

（１） 人口・水需要の動向 

ア 行政人口の予測 イ 処理区域内人口と水洗化人口の予測 ウ 有収水量の予測 

 

ア 行政人口の予測、イ 処理区域内人口*及び水洗化人口*の予測 

本市の行政人口、処理区域内人口及び水洗化人口については減少傾向にあります。 

令和６（２０２４）年度の実績と計画最終年度である令和１７（２０３５）年度時点の予測では、行政

人口は約１８，０００人（１４．９％）の減少となり、水洗化人口では約１８，０００人（１４．９％）の減少

となる見込みです。 

行政人口の推移 

 

処理区域内人口及び水洗化人口の推移 
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ウ 有収水量の予測 

将来の有収水量を令和６（２０２４）年度の一人一日当たりの使用水量と水洗化人口予測より算

出しました。また、算定基準として、生活用は水道メーターの口径において１３㎜～２５㎜とし、事

業所等は３０㎜以上として算定を行いました。 

本市では、使用料収入の対象となる水洗化人口の減少に伴って有収水量も減少傾向で推移し、

令和１７（2035）年度には、令和６（2024）年度に比べ、約 14.2％減少する見込みです。 

有収水量の推移 

 

 ＜参考＞大口使用者の有収水量の１年間の増減                          

 有収水量について、口径１３㎜から２５㎜（生活用）として使用している世帯が令和２（２０２０）年

度と令和６（２０２４）年度で比較すると、約９％の減少であり、大口使用者の口径３０㎜から２００㎜

（事業所等）もまた、約３％の減少となっている。 

（㎥） 

区分：生 活 用：家庭から出る台所・風呂・洗濯・トイレなどの日常生活に伴う排水                 

事業所等：事業所や工場からの製造・洗浄・冷却などに伴う排水 

  

区分 
令和 2 

（2020） 

令和 3 

（2021） 

令和 4 

（2022） 

令和 5 

（2023） 

令和 6 

（2024） 

生活用 11,946,399 11,620,018 11,302,297 11,077,347 10,919,298 

事業所等 3,606,859 3,550,350 3,525,173 3,498,149 3,509,458 

計 15,553,258 15,170,368 14,827,470 14,575,496 14,428,756 
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ウ 有収率 

有収率の推移 

 

エ 使用料収入の予測 

水洗化人口及び有収水量の見通しから見込まれる、使用料収入は、令和６（2024）年度から令和

１７（2035）年度には、約２億 8,600 円（△12.1％）減少する厳しい見通しとなっています。 

使用料収入の推移 
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（２） 普及状況 

(普及率＝処理区域内人口／行政人口、水洗化率＝水洗化人口／処理区域内人口) 

令和６（2024）年度の本市の下水道の普及率は、99.71％と県内で１番目と、高い数値となっ

ています。また、下水道が普及している区域（処理区域）における水洗化率は、９９．６５％と県内

でも２番目に高い水準となっています。比較値として公表されている公営企業年鑑を元にした県

内の状況については以下のとおりです。 

 

令和５年度 公営企業年鑑より抜粋。また、本市と日立・高萩広域下水道組合との人口重複について調整。  
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また、令和６（2024）年度の数値を基に、将来の数値を予測しました。 

令和６（2024）年度の本市の普及率は 99.7１％、水洗化率は 99.6５％であり、今後も同程度で

推移が見込まれます。 

普及率の推移 

 

 

水洗化率の推移 

 

 

 

 

令和 

（    ）

令和 

（    ）

令和 

（    ）

令和 

（    ）

令和 

（    ）

令和 

（    ）

令和 

（    ）

令和 

（    ）

令和  

（    ）

令和  

（    ）

令和  

（    ）

令和  

（    ）

令和  

（    ）

令和  

（    ）

令和  

（    ）

令和  

（    ）

普及率（％）                                                                                                 

類団普及率（％）                         

     

      

      

      

      

       

       

  

（年度）
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（３） 水質の状況 

  池の川処理場では、下水道法で定められた放流水の検査に加え、流入水や処理工程水の検査

も実施しています。特に、ｐＨ*等の代表的な水質項目については、日常的に検査を実施し、処理水

の水質管理に役立てています。 

一方、事業場からの排水は、そのまま下水道へ排除した場合、処理場等の施設を損傷し、又は機

能を低下させるおそれがあります。このため、事業場は下水道法の受入基準に基づき除害施設を

設置し、下水道に受け入れ可能な水質まで処理してから排水しています。こうした除害施設を設

置している事業場、又は有害物質等を使用している事業場に対しては、定期的に立入検査を実施

し、排水の水質分析を行うなど、事業場排水の監視及び指導を行っています。 

 

（４） 施設状況 

処理場は、中央処理区の池の川処理場（処理方法：標準活性汚泥法）が昭和４８（１９７３）年度に

供用を開始し、現況の処理能力は 60,000㎥／日（日最大８４，０００㎥／日）を有しています。ま

た、ポンプ場施設については、中継ポンプ場が１３か所（中央処理区）、ミニポンプ場が５６か所（中

央処理区： ４２か所（２か所休止）、流関処理区： １１か所（１か所休止））設置されています。 

処理場の状況 

 

 

 

 

 

管渠の状況 

本市の下水道は、昭和４４年度より整備を行っており、標準耐用年数*（５０年）を経過した下水道

管が増加しています。このため、施設の点検や調査により下水道管の劣化状況を的確に把握し、そ

の結果に基づき、ライフサイクルコストの最小化や事業費の平準化を考慮し計画的に老朽化対策を

進める目的で、令和５年度に策定した「日立市下水道ストックマネジメント*計画（Ⅱ期）」に基づき、

老朽化対策を進めています。 

年度別布設状況 
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処理場、中継ポンプ場及び管路施設の各施設は、整備からすでに５０年以上を経過しているもの

もあり、老朽化による機能低下に備え長寿命化を考慮した効率的で計画的な予防保全型の維持管

理を行うとともに、施設の老朽化及び地震・津波対策を踏まえた計画的な改築更新を実施する必要

があります。加えて、人口とともに水需要が減少し、施設利用率が低下してきていることから、今後

は、施設の最適な運用や改築を検討することも必要です。 

排水施設は、令和５（２０２４）年度に策定した「日立市下水道ストックマネジメント計画（Ⅱ期）」に

基づき、築造から５０年以上が経過した雨水施設の老朽化対策を進めています。 

年度別管渠布設延長 

 

管渠老朽化率 

 

0

10,000

20,000

30,000

40,000

50,000

60,000

昭和44年

(1969)

昭和49年

(1974)

昭和54年

(1979)

昭和59年

(1984)

平成元年

(1989)

平成６年

(1994)

平成11年

(1999)

平成16年

(2004)

平成21年

(2009)

平成26年

(2014)

令和元年

(2019)

鉄筋コンクリート管 塩化ビニル管 その他（更生管等）

令和５年

（2023）

   

      

   

      

   

      

   

      

   

      

                            

                   

    

    

    

    

    

     

     

     

     

（年度）
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管渠改善率 

 

 

施設利用率 

 

 

  

   

      

   

      

   

      

   

      

   

      

                           

                    

    

    

    

    

    

    

    

（年度）

   

      

   

      

   

      

   

      

   

      

                      

                

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

（年度）
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（５） 地震対策の状況 

 施設の耐震化は、多大な費用と期間を要することから、財源確保や施設ごとの対策優先度を踏

まえ、日立市下水道総合地震対策計画（第４期）に基づき、効率的かつ計画的に事業を進める必要が

あります。 

管路の耐震化については、これまで、地震対策計画に基づき、市役所や消防拠点施設、避難所、医

療施設等からの排水を受ける耐震上重要な幹線管渠を対象に、マンホールの浮上防止対策、マンホ

ールとの接続部分の可とう化対策を順次行ってきました。あわせて、災害時の対応として避難所へ

のマンホールトイレの整備を進めてきました。 

処理場においては、池の川処理場敷地内１８か所のうち６か所の耐震化を実施し、耐震化率は

33.3％となっています。また、中継ポンプ場 13 か所（うち１か所は改築当初から耐震完了済み）に

ついても、早急な耐震化が求められています。 

 

マンホールトイレシステム設置年次計画 

 

  

施設名 

Ｈ２６ Ｈ２７ Ｈ２８ Ｈ２９ Ｈ３０ Ｒ１ Ｒ２ Ｒ３ Ｒ４ Ｒ５ Ｒ６ Ｒ７ Ｒ８ Ｒ９ Ｒ１０ 

２０１４ ２０１５ ２０１６ ２０１７ ２０１８ ２０１９ ２０２０ ２０２１ ２０２２ ２０２３ ２０２４ ２０２５ ２０２６ ２０２７ ２０２８ 

中小路小学校                

さくらアリーナ                

坂本小学校                

久慈中学校                

大久保小学校                

助川中学校                

諏訪小学校                

水木小学校                

久慈小学校                

台原中学校                

滑川小学校                

塙山小学校                

多賀中学校                

大みか小学校                

大沼小学校                

河原子中学校                

宮田小学校                
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管渠 耐震化率 

処理場 耐震化率 

ポンプ場 耐震化率 
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池の川処理場の耐震化済施設（平面図） 

 

 

（６） 浸水対策の状況 

     本市では、浸水解消の目安を示す計画降雨は、５年に１回程度降ると想定される強い雨で、１時

間当たり４６．２㎜としています。 

平成１５（２００３）年度に策定した日立市公共下水道雨水基本構想を踏まえた、中央処理区及

び流関処理区の雨水整備事業（計画区域約１，３７５ｈａ）については、大沼川流域の一部を除き浸

水対策としての雨水管渠の整備が完了しました。 

また、令和５年（２０２３）年９月に発生した台風１３号に伴う豪雨災害により、下水道施設（池の

川処理場及び中継ポンプ場）が浸水被害を受けて、水処理施設、汚水処理機能が停止しました。令

和６（２０２４）年度には、全ての復旧工事を完了し、また、令和７（２０２５）年度には、今後災害が起

きても、一定の下水道機能を確保するために、施設の「対策箇所」や「対策方法」について、優先順

位を定め、施設の耐水化を短期的・中期的に実施するための耐水化計画を策定し、その一環とし

て、池の川処理場に隣接する泉川の氾濫による被害を軽減するための止水壁整備工事と管理棟

耐水扉設置工事を実施しました。 

   今後は、耐水化計画に基づく浸水対策を計画的に進める必要があります。 
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（７） 危機管理体制の状況 

本市では、災害時に備えて、日立下水道維持管理協議会、日立市指定管工事協同組合及び日

立市建設業協会との災害時応急復旧等に関する協定を結んでいます。 

また、平成２７（２０１５）年に策定した「日立市公共下水道事業業務継続計画（ＢＣＰ）」を令和４

（２０２２）年に見直し、災害時の職員や資材が不足している状況下においても適切に業務を進

めることとしています。 

その他、定期的に災害時の管渠内目視点検調査訓練や応急復旧訓練等の企業局防災訓練を

実施しています。 

今後も、地域コミュニティや関係団体等との連携強化に努め、危機管理体制の強化を図る必

要があります。 

 

（８） 環境・エネルギー対策 

  下水道事業を通じて、効率的に汚水を処理するとともに、市民生活や生産活動から排出される

資源を収集し、積極的に利活用を行うことが望まれます。 

  下水汚泥については、茨城県が管理する那珂久慈浄化センター内の那珂久慈ブロック広域汚

泥処理施設において、焼却して安定化処分をするほか、肥料の原料として有効利用しています。 

  また、汚泥処理の際に発生する消化ガスについては、池の川処理場に消化ガス発電設備を導

入し、場内で使用する電気の約３０％を賄っています。 

  今後も、これまでの取組を基本に、先進事例を調査研究しながら、更なる環境・エネルギー対策

を進める必要があります。 

 

（９） お客様サービス、情報の提供・共有 

本市では、上下水道の使用開始・中止届に係る電子申請のほかにも、上下水道料金の収納方法と

して、 平成２２（２０１０）年度から導入したコンビニ収納に加え、令和３（２０２１）年度からスマートフ

ォン決済、令和５（２０２３）年９月からはＬｏｇｏフォームによる水道使用開始・中止等の申込を開始、

令和７（２０２５）年１０月からはクレジットカード決済を導入するなど、お客様の利便性やサービス向

上に取り組んでいます。 

平成２９（２０１７）年度からは、企業局内の若手職員で構成する「企業局広報委員会」を設置し、広

報紙「企業局だより」の発行や上下水道フェアなどのイベント活動、ＳＮＳ等（Facebook®、X™（旧

Twitter）、日立市公式LINE®、デジタルサイネージ、広告モニターを活用した情報発信、YouTube®に

よるＰＲ動画の配信などにも取り組んでいます。そのほか、市民等を対象とした出前講座や各地区

で実施する防災訓練に参加することで、市民の水道事業への理解促進に取り組んでいます。 
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今後も、上下水道事業を円滑に進めるため、本市が実施している各種取組や事業の現状と課題等

の情報を発信し、市民の皆様に事業に関心を持っていただく必要があります。 

 

 

（１０） 経営効率化の状況 

下水道事業は公衆衛生の向上、浸水被害の防止や公共用水域の水質保全といった役割を十分

に果たすことが求められますが、同時に、市民が低廉にそのサービスを享受できるよう、経営の効

率化に取り組んでいくことが重要です。 

下水道事業は、水道事業と組織を統一し、業務の効率化に取り組んできました。平成１１（１９９９）

年時点では下水道課は１９名、浄化センターは１３名の体制で業務を行っていましたが、現在はそれ

ぞれ１３名と８名体制で業務を行っています。さらには、水道事業とともに平成１９（２００７）年の

「調整手当」の廃止等、各種手当削減の取組も進めています。 

また、財政健全化にも取り組み、平成１９（２００７）年度から平成２１（２００９）年度には、財政融資

資金から借り入れた企業債のうち、利率５％以上のものを低金利で借り換え、約２２億円の企業債

利息を軽減しました。加えて、平成２５（２０１３）年度には、地方公営企業金融機構から借り入れた

企業債のうち、利率４％以上のものを低金利で借り換え、約１億３千 円の企業債利息を軽減しま

した。 

民間事業者等への業務委託は、池の川処理場の維持管理業務や特定事業場水質検査、下水汚泥

の処分等が既に実施されています。また、令和７（２０２５）年度には、国土交通省から示されている

日立市企業局では、マンホール蓋を活用したＰＲ・広報活動の一環として、デザインマンホールを設

置しています。 

 

ＪＲ日立駅前の歩道部には、「日立風流物」をデザインしたマンホールを４か所設置しています。こち

らには市の花「さくら」や市の鳥「ウミウ」をモチーフに取り入れ、桜色を基調とした華やかな色彩で、

本市の自然や特色を表現しています。 

また、令和５年４月に日立市下水道事業が５０周年を迎えたことを記念し、本市下水道事業の公式Ｐ

Ｒキャラクターである「アザまる」と市の花「さくら」、そして日立市の象徴である「大煙突」を組み合わ

せた５０周年記念デザインマンホールを新たに設置しました。これらは日立市役所、日立駅、大甕駅周

辺の計５か所でご覧いただけます。 
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管理・更新一体マネジメント方式として「ウォーターＰＰＰ」の導入可能性調査を実施しました。今後

は、この調査結果を踏まえて、池の川処理場等の包括的民間委託について検討するなど、更なる経

営効率化に取り組む必要があります。 

※出典：国土交通省「下水道における新たなＰＰＰ／ＰＦＩ事業の促進に向けた検討会（第３３回）」 

 

  ◎職員数の推移（下水道事業） 
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◎組織改編 

 

◎人件費削減 

時期 手当名 詳細 

平成９（１９９７）年１０月～ 

平成１９（２００７）年４月～ 

調整手当 

（企業職手当） 

平成９（１９９７）年１０月１日から段階的に減額 

平成１９（２００７）年４月１日に廃止 

平成１０（１９９８）年１０月～ 
特殊勤務手当 

受益者負担金*整理手当１５０円／日の廃止、滞

納整理手当４００円／日を１５０円／日に減額 

 

◎その他の取組 

内容 詳細 

上下水道料金システムの見

直し 

２０１３年度（平成２５年度）のプロポーザル方式による上下水道料

金システム見直しにより、システム委託料を削減 

納入通知書の現地投函 
平成２５（２０１３）年度１０月から検針時に検針員が納入通知書を

印刷、投函することで、郵送料等を削減 

企業債の繰上げ償還 

平成 19年度から平成 21 年度まで及び平成 25年度に利率４％

以上の企業債について補償金免除の繰上げ償還を行い、低い利率

で借換を行うことにより利子負担を軽減 

広報紙「企業局だより」への

有料広告の掲載 

令和３（２０２１）年度から、広報紙「企業局だより」を活用し、一般企

業の広告を有料で掲載 

不明水*対策 

有収率の向上を図るため、管渠内（ＴＶカメラ）調査、管渠更新を計

画的に推進 

令和６年度からは、管渠内（ＴＶカメラ）調査の効率的な実施を図る

ため、スクリーニング（簡易直視型）調査を導入 

特定財源の積極的な活用 
雨水管渠改築事業の工事費を削減するため、実施設計における各

工法の比較検討、新技術の情報収集、関係省庁と個別協議 

時 期 内 容 

平成２（１９９０）年４月１日 企業局水道部、下水道部の２部９課体制 

平成９（１９９７）年１０月１日 業務部、水道部、下水道部の３部９課体制 

平成１１（１９９９）年４月１日 

業務部、上下水道部の２部８課体制 

水道部と下水道部を統合して上下水道部を創設 

給排水課を新設 

平成１８（２００６）年４月１日 

上下水道部の１部７課体制 

上下水道部に業務部を統合 

給排水課を廃止 

平成２１（２００９）年４月１日 
１部７課（１課内室）体制 

下水道課内に雨水整備推進室を新設 

平成２５（２０１３）年４月１日 
１部７課（２課内室）体制 

水道課内に管路整備推進室を新設 



 

 

83 

 

第３章 

下水道事業 

 
（１１） 経営状況 

ここでは、本市における経営状況を財務的な視点で分析するため、具体的には以下の項目で比較

を行います。 

経年の実数推移による分析（直近５か年） ／  経営比較分析表における指標による分析 

①本市下水道事業における直近５か年の推移 
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前ページにおける分析のポイントは、以下のとおりです。 

【営業収益のうち使用料収入】 

使用料収入は主に処理区域内人口および水洗化人口の減少に伴い、総有収水量自体が減少

傾向にあることから、今後も減少が見込まれます。 

 

【営業費用】 

動力費…令和２（２０２０）年度から令和４（２０２２）年度までは微増。令和５（２０２３）年度以降

は、物価上昇や令和４（２０２２）年度の電気料金改定に伴い、大幅に増加しています。 

委託料・薬品費・その他経費…物価上昇の影響により年々増加傾向にありつつも、一定の推移

に留めています。 

 

【資本的収入及び支出】 

資本的収入及び支出額は、令和５（２０２３）年度までは、概ね横ばいで推移しています。 

令和６（２０２４）年度については、建設改良費が大幅に増加しており、それに伴う資本的収入も

大きく増加しています。 

国庫補助金や繰入金は、各年度一定程度の活用ができています。 

建設改良費の内訳としては、これまで新設に関する費用を主としていましたが、今後改良に係

る更新需要の高まりが予測されることから、引き続き増加傾向にあることが予想されます。 

なお、令和６（２０２４）年度は国庫補助金、企業債、建設改良費が大きく増加していますが、こ

れは令和５年台風１３号豪雨災害に伴う災害復旧事業に係るものとなっています。 

＜参考＞建設改良費の内訳 

 

【企業債元金残高】 

企業債については毎年１０億円前後の償還を行っています。令和６年度の災害復旧債借入によ

り一時的に企業債残高は増加しましたが、返済が進むにつれ現在の水準に戻る見通しです。 
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②経営比較分析表による分析～茨城県内各市との比較～ 

経営比較分析表は、総務省が推進する「見える化」の一環として、経営指標の経年比較や他

（類似団体平均）公営企業との比較等を行い、現状や課題等を的確に把握するとともに、経営状

況をわかりやすく説明するため、策定し公表するものです。 

本戦略においては、経営比較分析表のうち次の経営指標について分析します。 

なお、比較にあたっては、令和５（２０２３）年度の茨城県内各市下水道事業及び総務省経営比

較分析表における類似団体平均を対象としています。 

❶経常収支比率  ❷経費回収率*  ❸汚水処理原価* ❹企業債残高対使用料収入比率* 

 

■令和５（２０２３）年度 茨城県内各市の指標一覧（下水道事業） 

出典：令和５年度公営企業年鑑  

 
99.65 
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❶経常収支比率 

 

基本算式：経常収益／経常費用×１００（％） 

 

地方公営企業法適用企業に用いる経常収支比率は、その年度において、使用料収入や一般

会計からの繰入金等の収益で、維持管理費や支払利息等の費用をどの程度賄えているかを表

す指標です。 

１００％以上であると、単年度の収支が黒字であることを示しています。 

 

【ポイント】 

・健全経営の水準とされる１００％を上回っていますが、令和５（2023）年度では全国類似団体の

平均（107.76％）より低い水準（107.35％）となっています。 

・経年の推移としては、令和２（２０２０）年度以降減少傾向であり、令和６（２０２４）年度には、３％

以上の低下が見られます。収入は全年度を通して漸減していますので、今後も数値の悪化が予想

されます。 

 

■経常収支比率の推移   

   

      

   

      

   

      

   

      

   

      

                                     

                            

      

      

      

      

      

      

      

（年度）
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❷経費回収率 

 

基本算式：使用料収入／汚水処理費×１００（％） 

 

経費回収率は、使用料で回収すべき経費を、どの程度使用料で賄えているかを表した指標で

あり、使用料水準等を評価することが可能です。 

１００％以上であると、使用料で回収すべき経費を全て賄えている状況であることを示してい

ます。 

【ポイント】 

・台風１３号豪雨災害に伴う経費の増加があった令和５年度を除き、事業に必要な費用を料金で

賄えている状況とされる１００％を上回っています。令和５（2023）年度の全国類似団体の平均

（98.70％）よりも高い水準（99.75％）となっています。 

・経年の推移としては、令和２（２０２０）年度以降減少傾向であり、令和６（２０２４）年度には、４％

以上の低下が見られます。また、今後は使用料収入の減少額よりも物価高騰などの影響により、

汚水処理費の減少額が小さいため、数値が悪化していくことが予想されます。 

 

■経費回収率の推移     

  

   

      

   

      

   

      

   

      

   

      

                                    

                         

     

     

     

     

     

      

      

      

      

      

      

      

（年度）
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❸汚水処理原価 

 

基本算式：汚水処理費／年間有収水量 （円） 

 

汚水処理原価は、有収水量１㎥当たりの汚水処理に要した費用であり、かつ汚水処理に係る

コストを表した指標のため、原価が低いことが求められます。 

 

 

【ポイント】 

・経年の推移としては、令和６（２０２４）年度まで汚水処理費は減少傾向にあるものの、人口減少

等により有収水量の減少が見込まれているため、今後も汚水処理原価は増加することが予想さ

れます。 

 

■汚水処理原価の推移    

   

      

   

      

   

      

   

      

   

      

                                     

                            

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

（年度）
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❹企業債残高対使用料収入比率  

 

基本算式：企業債現在高合計／使用料収入 

 

企業債残高対使用料収入比率は使用料収入に対する企業債残高の割合であり、企業債の負

担が使用料収入に対してどの程度の比率になっているかを示す指標となっています。 

 

【ポイント】 

・経年の推移としては、令和６（２０２４）年度まで汚水処理費は減少傾向にあるものの、人口減少

等により有収水量の減少が見込まれているため、今後も汚水処理原価は増加することが予想さ

れます。 

 

 

【ポイント】 

・経年の推移としては、一部の年度で増減がありますが、減少傾向にあります。しかし使用料収入の

減少に伴い、将来的には増加傾向に転じると考えられます。 

・企業債残高は、令和６（２０２４）年度に災害復旧債の借入により増加しましたが、今後も９０億円前

後で推移する見込みです。 

 

■企業債残高対給水収益比率の推移  
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３ 経営の基本方針 

（１） 基本理念 

本市の下水道事業は、汚水の収集・処理、雨水の排除に加え、処理の高度化など、時代の変

化に伴う社会的ニーズに応じた機能充実を図り、公衆衛生の向上、生活環境の改善、都市の

健全な発達、公共用水域の水質保全に貢献してきました。人口普及率は、９９％以上の高普及

率となっていますが、一方で下水道施設は老朽化が進み、特に基幹施設である池の川処理場

及び管路施設の老朽化が進行しているため、計画的な施設の修繕・更新が必要となっていま

す。 

引き続き、従前の計画の基本理念「未来へつづく「安全」で「安定」した下水道をめざして」を

継承し、更なる健全な事業経営に努め、安定した良好なサービス提供を目指します。 

 

（２） 基本方針 

基本理念を踏まえ、従前の計画を継承し、基本方針を「快適な生活環境の実現」、「安全で

安心な暮らしの実現と資源の有効利用」、「満足されるお客様サービスの確保」、「下水道の運

営基盤の改善」とします。また、各方針を踏まえた施策を策定し、良好な環境形成や安全な暮

らしと活力ある社会の実現を目指し、更なる経営基盤の強化に努めます。 

 

 

 

 

【基本理念】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

未来へつづく「安全」で「安定」した下水道をめざして 
 

下水道 PRキャラクター『アザまる』 
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基本方針 基本施策 

快適な生活環境の実現 

 

快適な水環境を維持するため、老朽化した下

水道施設の計画的な修繕・更新を推進するととも

に、適切な施設の維持管理を実施し、安定した快

適な生活環境の実現を目指します。 

 

ア 公共用水域の水質保全 

安全で安心な暮らしの実現と資源の有効利用 

 

下水道施設の計画的な耐震化や浸水対策等の

実 施など、災害に強い下水道の確立とともに、

汚泥や再処理水の活用など、資源の有効利用に

取り組みます。 

 

ア 老朽化施設の改築・更新 

イ 耐震化への取組 

ウ 危機管理等の体制整備 

エ 資源の有効利用 

オ 住民との連携 

満足されるお客様サービスの確保 

 

積極的な情報提供やイベント等を通して、下水

道事業に対する市民の理解を得るとともに、ニー

ズに 対応したサービスの確保に取り組みます。 

 

 

ア 情報の提供・広報啓発活動 

下水道の運営基盤の改善 

 

人口減少に伴う使用料収入の減少や施設の老

朽化に伴う更新費用が増大する中においてもサ

ービ スを継続するため、下水道の運営基盤の改

善に取り組みます。 

 

ア 効率的な組織の整備 

イ 技術継承と人材育成 

ウ 広域化の推進 

エ 民間の資金・ノウハウの活用等 

オ 使用料改定 

カ 施設・設備の統廃合、合理化 

キ 予防保全型維持管理 

ク その他経営基盤強化に関する事項 

 

 



 

 

92 

 

第３章 

下水道事業 

 

４ 投資・財政計画 

（１） 投資試算 

各投資事業の考え方と費用の見通し 

ア 数値目標（投資目標）の設定 

本計画では、下水道事業の効率性を測る指標として管渠改善率、有収率、下水道施設の合

理的な使用状況を測る指標として施設利用率、今後の施設の強靭さを示す指標として幹線

管渠及び処理場の耐震化率、管渠の老朽化状況を示す指標として管路老朽化率（雨水管渠

を除く。）のそれぞれに目標値を設定し、投資計画を策定します。 

数値目標（投資目標） 

          年度 

区分 
令和８（２０２6） 令和１２（２０30） 令和１７（２０３5） 

管渠改善率 ０．２２％ ０．２２％ ０．２２％ 

有収率 76.7％ 76.9％ 77.1％ 

施設利用率 ５５.0％ 51.8％ 47.8％ 

幹線管渠の耐震化率 ４8.9％ ６5.8％ ８7.0％ 

処理場の耐震化率 ３８．９％ ５０．０％ ６１．１％ 

管路老朽化率 １４．３％ ３０．４％ ４４．９％ 

 

イ 改築更新事業の主な内容 

本計画期間の改築更新事業は、汚水管渠の損傷による道路陥没の防止や有収率の改善を

目的とした長寿命化対策、東日本大震災を教訓とした地震対策等を行うこととします。 

既に４０年以上が経過した下水道施設もあり、今後、急速に耐用年数を迎えることから、改

築更新事業においては、リスク評価を踏まえた優先順位に基づき効率的に実施することで、

投資の合理化を図ります。 

また、今後の人口減少を踏まえて、既存施設の多くに余裕が生じることから、水処理施設の

更新時に適正な規模（能力）への見直しを行っていきます。 

雨水管渠については、下水道事業（雨水事業）の認可を受けた５０年以上が経過した雨水排

水施設の老朽化対策の事業を行います。 

※雨水排水施設の整備（１５排水区） 

茂宮川第８排水区、瀬上川第１排水区、瀬上川第２排水区、南川尻川排水区、泉川排水区、

北岨排水区、大沼川第２排水区、大沼川第４排水区、第二大沼川排水区、桜川第４排水区、

八反原川排水区、舟入川排水区、雨降川排水区、滝ノ上排水区、所沢川排水区 
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■ 施設 

➢ 処理場施設 

施設の老朽化対策として策定された「日立市下水道ストックマネジメント計画」に基づき、１

週目の改築を平成５（１９９３）年度から令和２（２０２０）年度にかけて各設備の改築を実施し

ました。令和４（２０２２）年度からは２回目の改築を実施しており、現在は中央監視制御装置

工事に取り組んでいます。今後は、沈砂池施設、Ａ系水処理施設やブロワー設備を順次改築し

ていきます。 

 

➢ ポンプ場施設 

処理場施設と同様に「日立市下水道ストックマネジメント計画（Ⅱ期）」に基づき、ポンプ場

の重要な機器であるポンプ本体の長寿命化を図り、健全度の判定結果に基づき、順次改築工

事を進めていきます。 

◎計画期間における主な事業、実施時期及び事業費（施設）  

区分 主な事業 実施時期 
事業費（千円） 

（２０２６年～２０３５年） 

処理場施設 

・中央監視設備改築 令和８（２０２６）年 

４，９０８，２９０ 

・沈砂池改築 
令和８（２０２６）年 

～令和９（２０２７）年 

・Ａ系水処理系 

（反応タンク） 

令和１０（２０２８）年 

～令和１６（２０３４）年 

・Ａ系水処理系 

（最初・最終沈殿池） 

令和１２（２０３０）年 

～令和１７（２０３５）年 

中継ポンプ場施設 

・滑川ポンプ場設備改築 

（機械・電気） 

令和１０（２０２８）年 

～令和１２（２０３０）年 

７７７，０３０ 

・各中継ポンプ場設備改

築及び長寿命化（機械・電

気） 

令和８（２０２６）年 

～令和１７（２０３５）年 

ミニポンプ場施設 

・各中継ポンプ場設備改

築及び長寿命化（機械・電

気） 

令和８（２０２６）年 

～令和１７（２０３５）年 

調査 
・ストックマネジメント計

画策定ほか 

令和８（２０２６）年 

～令和１４（２０３２）年 
８０，７７０ 

合計 ５，７６６，０９０ 
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■ 管渠 

➢ 汚水管渠 

汚水管渠については、日立市下水道ストックマネジメント計画（Ⅱ期）により定めた優先度

（経過年数、鉄筋コンクリート管の割合、異常箇所数等）に基づき改築更新事業を実施します。 

◎計画期間における主な事業、実施時期及び事業費（施設）  

区分 主な事業 実施時期 
事業費（千円） 

（２０２６年～２０３５年） 

汚水管渠施設 

・管渠改築工事 

・マンホール鉄蓋改築

工事 

令和８（２０２６）年～ 

令和１７（２０３５）年 
２，３９６，３３６ 

汚水管渠内調査等 

・管渠内（ＴＶカメラ）調

査業務委託 

・日立市下水道ストック

マネジメント計画更新

業務 

令和８（２０２６）年～ 

令和１７（２０３５）年 
１，４５７，７３６ 

合計 ３，８５４，０７２ 

 

➢ 雨水管渠 

雨水管渠については、日立市下水道ストックマネジメント計画（Ⅱ期）に基づき、築造から

５０年以上が経過した雨水管渠の改築更新事業を実施します。 

◎計画期間における主な事業、実施時期及び事業費（施設）  

区分 主な事業 実施時期 
事業費（千円） 

（２０２６年～２０３５年） 

雨水管渠更生等 
・管渠改築工事 

・実施設計委託 など 

令和８（２０２６）年～  

令和１７（２０３５）年 
３，８４７，１１９ 

 

ウ 施設の合理化、長寿命化の取組 

池の川処理場には二つの処理系列があり、それぞれの最初沈殿池、反応タンク、最終沈殿池

について、今後の処理水量の減少を見据えたダウンサイジングを行います。 

汚水処理能力：現状 ８４，０００㎥／日 → ４３，０００㎥／日  

計画期間：２０２６年度（令和８年度）～２０５１年度（令和３３年度） 

また、これらのダウンサイジングに合わせた機械・電気設備の改築を行います。 
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 ◎池の川処理場施設平面図 

エ 汚水管渠整備事業 

本市の下水道の人口普及率は９９．７％に達していますが、一部の地域では管渠整備が完

了していない箇所が残っています。 

本計画期間においては、茨城県が示した生活排水ベストプランに基づき、地域特性や費用

対効果に応じた生活排水処理方法を検討し、効率的かつ効果的な整備を進めます。 
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◎計画期間における主な事業、実施時期及び事業費（管渠施設）  

区分 主な事業 実施時期 
事業費（千円） 

（２０２６年～２０３５年） 

汚水管渠 ・管渠築造工事 
令和８（２０２６）年～ 

令和１７（２０３５）年 
１０５，６００ 

 

オ 耐震化事業 

東日本大震災では、会瀬中継ポンプ場及び河原子中継ポンプ場が損壊し、操作盤が浸水等

の被害を受け、機能停止に陥りました。下水道は、都市機能を支えるインフラであり、地震や

津波発生時にも、最低限の処理機能の保持が求められています。被災時においても、下水道

の機能を速やかに回復させ、公衆衛生の確保、浸水被害の防止、生活環境の保全等の基本的

な役割を果たす必要があります。 

 

■ 施設 

池の川処理場は、これまでにＡ・Ｂ系水処理棟（地上構造物）、消毒棟、管理棟（本・新館）及

びＡ系機械棟の耐震化を行っており、今後は、Ｂ系機械棟、汚泥処理施設及びＡ・Ｂ系水処理

棟（地下構造物）などについて、建物の耐震化を図っていきます。また、滑川、桐木田、河原

子及び初崎の各中継ポンプ場について、順次建物の耐震化を進めていきます。 

 

◎計画期間における主な事業、実施時期及び事業費（施設）  

区分 主な事業 実施時期 
事業費（千円） 

（２０２６年～２０３５年） 

処理場施設 

・Ｂ系機械棟耐震補強 

・重力濃縮棟耐震補強 

 

・汚泥脱水機棟耐震補強 

 

・Ａ系水処理棟耐震補強 

（地下構造物） 

・Ｂ系水処理棟耐震補強 

（地下構造物） 

令和８（２０２６）年 

令和９（２０２７）年 

～令和１０（２０２８）年 

令和９（２０２７）年 

～令和１１（２０２９）年 

令和１０（２０２８）年（年） 

～令和１７（２０３５）年 

令和１６（２０３４）年～ 
 

１，０４３，４６０ 

中継ポンプ場施設 

・滑川ポンプ場耐震補強 

 

・河原子ポンプ場耐震補強 

 
・桐木田ポンプ場耐震補強 

 
・初崎ポンプ場耐震補強 

令和９（２０２７）年 

～令和１０（２０２８）年 

令和８（２０２６）年 

～令和１０（２０２８）年 

令和８（２０２６）年 

～令和９（２０２７）年 

令和１７（２０３５）年～ 

７４７，３０８ 

合計 １，７９０，７６８ 
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■ 汚水管渠 

汚水管渠については、日立市下水道総合地震対策計画（第４期）に定めた重要な幹線等につ

いて、耐震診断を行い、耐震性能を有していないマンホールの浮上防止対策やマンホール接続

部を耐震継手とする対策を進めます。 

◎計画期間における主な事業、実施時期及び事業費（汚水管渠）  

区分 主な事業 実施時期 
事業費（千円） 

（２０２６年～２０３５年） 

汚水管渠 ・管路施設耐震化工事 
令和８（２０２６）～ 

令和１７（２０３５）年 
１，６４９，４３２ 

汚水管渠調査等 
・管路施設耐震実施設計

委託（耐震診断） など 

令和８（２０２６）～ 

令和１７（２０３５）年 
５１２，１４４ 

合計 ２，１６１，５７６ 

 

カ 浸水対策事業 

本市では、日立市公共下水道雨水基本構想に基づき、５年に１回程度降ると想定される強

い雨（４６．２㎜／ｈ）に対応する雨水管渠及び雨水調整池整備等の浸水対策事業に取り組ん

できました。浸水対策事業は、大沼川の一部整備を除きおおむね整備が完了しています。本

計画期間においては、令和８（２０２６）年度から老朽化対策として雨水管渠整備事業に取り組

んでいます。 

◎計画期間における主な事業、実施時期及び事業費（汚水管渠）  

区分 主な事業 実施時期 
事業費（千円） 

（２０２６年～２０３５年） 

雨水管渠 
・管渠改築工事 

・実施設計委託など 

令和８（2026）年～

令和 11（2029）年 
169,301 

 

（２） 投資以外の経費 

収益的支出（投資以外の経費）の積算の考え方や費用の見通し 

収益的支出は、汚水及び雨水の処理に関して、管渠、ポンプ場、処理場の維持管理に係

る費用や、下水道事業を経営していくための事務的経費、減価償却費や企業債の利息等か

ら構成されます。また、本市は流域下水道事業に接続していることから、県が管理する那珂

久慈浄化センターによる汚水処理経費の一部を負担しています。  

各費用には、汚水及び雨水処理量に応じて増減する動力費及び薬品費等の費用（変動

費）と、下水道施設の適正な維持管理のため固定的に必要となる人件費や委託料等の費用
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（固定費）があり、本計画期間の収益的支出は、処理水量の減少が見込まれる一方で、周期

的な修繕や委託の実施、物価上昇による動力費の増加等により、収益的支出全体は変動

が見込まれます。 

主な支出項目 積算の考え方 

職員給与費 

人口減少を踏まえた事業規模に見合う人員配置と、直近の人件費の上

昇傾向を見込んで計上しています。 

なお、総務課、経理課、料金課に係る人件費等は水道事業会計で計上

していますが、下水道事業に要した経費相当額を負担金として下水道事

業から支出しています。 

委託料 
 予防保全型の維持管理に基づく管渠やマンホールの点検調査、ポンプ

場や処理場における維持管理費等について計上しています。 

修繕費 
 現在の施設や設備を長期的に活用するための修繕費について、修繕年

次計画等に基づいて計上しています。 

動力費・薬品費 
 動力費及び薬品費については、直近の実績を基に、将来の人口減少に

伴う処理水量の減少と物価の上昇を見込んで計上しています。 

流域下水道維持 

管理負担金 

 県の那珂久慈浄化センターによる汚水処理経費の本市負担分として、

単価の上昇と今後の汚水量の変動を見込んで計算しています。 

減価償却費 

 既存施設分を償却年数に応じて計上するほか、建設改良事業に合わせ

た新規取得分については、法令等の耐用年数に応じた償却年数を適用す

ることにより計上しています。 

支払利息 
 既借入分は償還計画により計上し、新規借入分については、対象事業ご

との償還年数及び利率の上昇を見込んで計上しています。 

その他 
 借地料などの賃借料やその他の事務経費について、原則として令和７

年度当初予算と同額で計上しています。 

（３） 財源試算 

ア 数値目標の設定 

  持続可能な財源水準を把握するために、財源試算において数値目標を設定します。 

  本計画では、経営の健全化を測る指標として経常収支比率や、使用量収入の妥当性を示す料

金回収率のほか、将来の更新需要に対応するための指標として資金残高を目標値にします。 

          年度 

区分 
令和８（２０２６） 令和１２（２０３０） 令和１７（２０３５） 

経常収支比率 １００．３５％ １００．２８％ １００．１８％ 

経費回収率 １００．００％ １００．００％ １００．００％ 

資金残高 １３１  円 ３８３  円 ８２７  円 
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イ 収益的収入  

収益的収入は、下水道事業の経営の根幹をなす収入で、下水道使用料収入が中心となります。

地方公営企業は独立採算を原則としており、下水道使用料収入によって下水道事業を経営して

いくことが求められています。今後は、人口減少に伴う水需要の減少が見込まれるため、下水道

使用料収入も減少していきます。なお、国（総務省）が示す繰出基準による繰入金は、これまでと

同様に収益的収入として計上しています。  

（ア） 下水道使用料 

基本使用料については、人口減少を見込んで推計した基本使用料件数に単価を乗じて算

出しています。 超過使用料は、人口減少に伴う水需要の減少を見込んで汚水排除量区分ご

との有収水量を推計し、これに単価を乗じて算出しています。  

（イ） 一般会計負担金 

本市では、国（総務省）が示す基準内の繰入れにより、汚水及び雨水の処理に要する経費 

（流域下水道に要する経費を含む。）と、雨水整備に係る本計画期間内における企業債利息

に応じて、繰入金を計上しています。  

（ウ） 長期前受金戻入 

建設改良の財源となる国県補助金、一般会計負担金、一般会計補助金等について、減価償

却に応じ収益化する額を計上しています。  

（エ） その他 

手数料、受託工事収益等について、個別に過年度の実績等に基づいて計上しています。  

 

ウ 資本的収入  

資本的収入は、建設改良事業の財源である企業債や国県補助金、その他企業債の償還に充

てるための財源である一般会計からの繰入金等の収入です。 

（ア） 企業債 

本計画期間内の建設改良事業については、企業債対象事業（国庫補助金を除いた事業分、 

単独事業分）に対して、原則として充当率を１００％に設定しています。  

（イ） 国県補助金  

本計画期間内の建設改良事業については、国庫補助の対象事業に対して、原則として１００％

補助金額（補助率は対象事業費の２分の１程度）を計上しています。  

（ウ） 一般会計負担金、一般会計補助金 

 国（総務省）が示す繰出基準に基づいて、雨水整備費及び流域下水道建設費に関する企業

債元金の償還金等に応じて一般会計負担金を計上しています。 また、下水道事業においては、

資本的支出に対して収入が不足する額に対し、補填財源（未処分利益剰余金や当年度の損益勘

定留保資金等）を充ててもなお不足する分（財源不足分） を、基準外繰入れとなる一般会計補
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助金として２０２０年度（令和２年度）まで計上していました。２０２１年度（令和３年度）以降は財

源不足が解消され、一般会計補助金を得なくても資金残高が生じています。今後も、資金残高

は確保される見込みです。  

（エ） その他  

工事負担金について、区域外流入に伴う受益者負担金相当額を直近の実績を基に計上しま

す。また、受益者負担金について、本計画期間内に見込まれる額を計上しています。  

 

（4） 投資・財政計画（収支）

今後の厳しい経営環境の中で事業を推進していくためには、今後の経営状況を把握する必要

があるため、現状の予測に基づいたシミュレーションを行います。 

 

ア 収益的収支 

本市下水道事業の各年度の経営状況（黒字・赤字）を示す損益収支上の純損益は、本計画

期間である令和８（２０２６）年度から令和１７（２０３５）年度まで、繰出基準に基づく一般会計

からの繰入により、収支バランスは均衡する見込みです。 

しかしながら、令和１８（２０３６）年度以降では、周期的な修繕費の増加や年々減少する下

水道使用料の影響等により、一般会計からの繰入増加による財政負担の拡大が懸念されま

す。 
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 収益的収支の推移

当年度純損益：左 収益的収入：右 収益的支出：右 

（  円）（  円）

（年度）
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投資・財政計画（収益的収支） 

 

 

（下水道事業） 
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（単位：千円） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

103 

 

第３章 

下水道事業 

 
 

イ 資本的収支 

資本的収支の主な内容は、日立市下水道ストックマネジメント計画（Ⅱ期）等に基づく建設

改良費の資本的支出と、その支出の財源となる企業債や国県補助金などの資本的収入です。 

建設改良費は、施設や汚水管渠の改築及び耐震化事業費に加えて、雨水管渠の改築更新

事業費を計上しています。令和８（２０２６）年度は約２４億円、その後は年約１５億円から約２０

億円程度で推移する見込みです。資本的収入では、建設改良費の支出に合わせて、企業債及

び国県補助金の財源を見込んでいます。 

Ƒ√では、資本的収支の不足額を損益勘定留保資金等の補填財源によって補填することと

なっており、補填後に残った資金が資金残高となります。 

本市の資金残高については、令和３（２０２１）年度以降は資金不足が解消されており、令和

８（２０２６）年度の資金残高は約１億３千 円となります。それ以降も、資金残高を確保できる

見込みです。 

企業債未償還残高については、計画期間内は建設改良費が一定程度に抑制されているこ

と等から、減少傾向を示しますが、その後は建設改良費の伸びに合わせて、再び増加していく

ことが見込まれます。 
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投資・財政計画（資本的収支） 

 

（下水道事業）           

 

 

 

 

 

 

 



 

 

106 

 

第３章 

下水道事業 

 
 

 

 

 

（単位：千円） 
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（５）今後の業績指標向上へのロードマップ 

経営の健全性を示す業績指標に係る数値目標の達成に向けて、次のロードマップのとおり、毎年

経営戦略の取組について検証を行うとともに、５年ごとに経営戦略の改定と投資・財政計画の試算

及び使用料改定の必要性について検討します。 

 

ア 経営健全化に関する定量的な業績指標及び目標年限 

（ア） 下水道事業 目標 

    年度 

区分 

令和６年度 

決算（現状値） 

令和８（２０２６） 

年度見込み 

令和１２（２０３０）

年度目標 

令和１７（２０３５）

年度目標 

経常収支比率 １０７．４８％ １００．３５％ １００．２８％ １００．１８％ 

経費回収率 １１０．１８％ １００．００％ １００．００％ １００．００％ 

（イ） ロードマップ 

    年度 

区分 

Ｒ７ 

（２０２５） 

Ｒ８ 

（２０２６） 

Ｒ９ 

（２０２７） 

Ｒ１０ 

（２０２８） 

Ｒ１１ 

（２０２９） 

Ｒ１２ 

（２０３０） 

Ｒ１３ 

（２０３１） 

Ｒ１４ 

（２０３２） 

Ｒ１５ 

（２０３３） 

Ｒ１６ 

（２０３４） 

Ｒ１７ 

（２０３５） 

Ｒ１８ 

（２０３６） 

経営戦略改定 ◎     ◎     ◎  

経営戦略取組 

の検証 
            

収支再計算・ 

使用料改定の検討 
◎     ◎     ◎  

必要に応じた 

使用料改定の実施 
      ◎     ◎ 

 

イ 収入増加及び支出削減のための具体的取組及び実施時期 

  収入増加に向けた取り組みとして、人口減少に伴う処理水量の減少により下水道使用料の減少

が見込まれることから、下水道使用者負担と経営安定の両面を見据え、５年毎に投資・財政計画の

試算を行うとともに、十分な検討期間を設けて使用料改定の必要性を検討します。 

また、使用料改定に当たって下水道事業においては、一般会計より繰出基準に基づく繰入を受け

ており、将来的に増加が見込まれることから、一般会計の負担を鑑みて検討をすることとします。 

また、支出削減の取り組みとしては、民間活用やデジタル技術の活用、施設の更新算定における

新たな契約方法など検討を続けていく中で最適となる支出削減の取り組みを実施します。 

 なお、数値目標の向上に向けて、平成２５年（２０１３）から下水道処理施設における機械設備の

効率的な運転による動力費の削減や令和２（２０２０）年度からの検針業務の効率化による委託料の

削減など、経費削減に係る取組を継続して実施しています。 
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６ 基本施策  

 （１） 快適な生活環境の実現 

ア 公共用水域の水質保全 

河川等の公共用水域の水質を維持するため、今後も引き続き、処理場の適正な維持管理を行

い、放流水の水質管理に努めます。また、人の健康や生活被害を及ぼすおそれのある物質を排出

する事業場への立入監査を定期的に実施し、排水基準遵守の徹底を促すことで適正な排水の監視

を継続して行っていきます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

水質検査（大腸菌検査・汚泥分析） 

 

（２） 安全で安心な暮らしの実現と資源の有効利用 

ア 老朽化施設の改築・更新 

本市の下水道施設は、今後急速に耐用年数を迎える施設が増え、老朽化の度合いが高まってい

きます。老朽化により、事故や災害時のリスクが高まることや、有収率の低下による収益性の悪化

が懸念されます。上下水道一体での老朽化対策を念頭に、予防保全と長寿命化の取組を基本とし

つつ、令和６（２０２４）年度に策定した「日立市下水道ストックマネジメント計画（Ⅱ期）」に基づき、

老朽化した管路の改築・更新を計画的に進めるほか、池の川処理場の機械・電気設備の改築工事

を実施し、施設の安定稼働と機能向上を図るなど、将来にわたる安定的な下水道の確立に努めま

す。また、関係省庁との個別協議を行うなど、積極的な特定財源の確保に努めます。 

 

 

 

 

 

 

 

 
管渠改築工事 
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イ 耐震化の取組 

（ア）施設の耐震化 

総合地震対策計画に基づき、池の川処理場については、下水道施設の最低限有すべき汚水

処理機能の確保を目的に、平成２４（２０１２）年度から耐震化事業を開始し、令和６（２０２４）年

度末現在で、計画施設数１８施設に対し、Ａ・Ｂ系水処理棟、消毒棟、管理棟本館など６施設の耐

震化が完了し、耐震化率は３３．３％です。管路施設については、液状化によるマンホール浮上防

止対策、マンホール接続部の可とう化（耐震継手）対策を実施するとともに、災害時の対応とし

て避難所等１７施設を対象にマンホールトイレの整備を進め、令和６（２０２４）年度末現在で９施

設への設置が完了しています。（その他、日立・高萩広域下水道組合館内では全４か所の設置が

完了しています。） 

今後は、池の川処理場のＢ系機械棟など１２施設の耐震化を計画的に進めるとともに、滑川

や桐木田など、市内中継ポンプ場の耐震化にも着手します。 

また、マンホールトイレについては、令和１０（２０２８）年度末完了を目標に残る８施設への整

備を進めます。なお、下水道施設の地震対策は、「日立市下水道事業総合地震対策計画（第４期）」

と整合を図りながら取組を進めていきます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

マンホール浮上防止対策         地震による被害（マンホール浮上） 

 

 

 

 

 

 

 

 

管口可とう化（マグマロック工法の例）    浮上防止（インナーウェイト工法の例） 

（出典）下水道既設管路耐震技術協会 

（出典）日本スナップロック協会 （出典）浮上防止マンホール工業会 
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（イ）浸水対策 

平成１５（２００３）年度に策定した日立市公共下水道雨水基本構想に基づく浸水対策事業は、大

沼川流域の一部の雨水管渠の整備を残しおおむね完了しました。 

また、令和５年９月に発生した台風１３号に伴う豪雨災

害により浸水被害のあった池の川処理場及び中継ポンプ

場の復旧工事も令和６（２０２４）年度に完了し、令和７ 

（２０２５）年度には、今後の浸水対策として、施設の耐水

化を短期的・中期的に実施するための耐水化計画を策定

するとともに、浸水対策工事として、池の川処理場の隣

接河川（泉川）の氾濫による浸水被害を軽減するための

止水壁整備工事及び管理棟耐水扉設置工事が完了しま

した。今後も雨水管渠及び雨水調整池等の適切な維持管

理と耐水化計画に基づく浸水対策を進めるとともに、河

川管理者と連携した浸水被害の防止に取り組みます。 

台風１３号による浸水被害（池の川処理場） 

ウ 危機管理棟の体制整備 

本市では、災害時に備え、関連事業者団体等との応急復旧に関する協定の締結や東日本大震災

を教訓とした企業局防災訓練を実施してきたほか、２０１５年に策定した「日立市公共下水道事業

業務継続計画（ＢＣＰ）」の見直しを進めるなど、危機管理体制の整備に取り組んでいます。 

また、令和５年（２０２３）年度には、市において茨城県石油業協同組合との「災害時における燃料

優先供給等に関する協定」を締結したほか、令和６（２０２４）年度には、池の川処理場等の施設の浸

水被害を教訓に、災害時の迅速な施設復旧を行うため、機械・電気設備関係４事業者との災害支援

協定を締結、さらに令和７年度には、大規模災害時において本市に登録する排水設備指定事業者以

外の他自治体からの応援事業者が修理を行うことを可能とする条例改正等を実施しています。 

今後もこれまでの取組を基本に、水道部門と一体的に協定団体や各コミュニティ等と連携したよ

り実効性を伴う防災訓練を実施するなど、危機管理体制の強化に努めます。 

 

 

 

 

 

 

 

マンホール内目視点検訓練       仮設制御盤設置訓練（会瀬ポンプ場） 
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エ 資源の有効利用 

池の川処理場では、汚泥を安定化処理する工程で発生する消化ガス（メタンガス）を燃料とする

消化ガス発電や下水汚泥のセメント原料、堆肥原料への有効利用、処理水の再利用などに取り組

んできました。 

今後も環境・エネルギー対策について、他事業体の先進的な取組を研究しながら、積極的に資源

の有効利用を検討します。 

 

 

 

 

 

 

 

消化ガスタンク              消化ガス発電機 

オ 住民との連携 

東日本大震災を教訓に、計画的に避難所等へのマンホールトイレの整備を進めています。発災

時の各避難所等でのマンホールトイレの設置、運用を迅速かつ適切に実施するために、地域コミュ

ニティ等と連携した、より実効性の伴う防災訓練を行いながら、地域住民と連携体制を構築します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

マンホールトイレ（中小路小学校） 

 

 

 

 

 

 

マンホールトイレシステム（流下型） 
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 （３） 満足されるお客様サービスの確保 

ア 情報の提供・広報啓発活動  

本市では、企業局広報委員会を設置し、上下水道フェア等のイベント等のほか、ホームページ

やフェイスブック、ＸなどＳＮＳを活用した事業紹介、ＹｏｕＴｕｂｅを活用した広報動画の製作、広

報紙「企業局だより」やパンフレット「ひたちの下水道」の発行など、様々な媒体での広報活動を

実施しています。 

上下水道事業は、市民生活にとって不可欠なサービスとなっているものの、日頃は直接市民

の目に触れる機会が少ない事業です。それだけに事業の経営に当たっては、市民の理解を得な

がら進めることが大切です。今後もこれまでの取組を基本としながら、人口減少等に伴う使用

料収入の減少や下水道施設の更新・耐震化事業の必要性等について、市民の理解を得られるよ

う、様々な手法による広報活動の充実に努めます。 

 

（４） 下水道の運営基盤の改善 

ア 効率的な組織の整備 

本市では、平成１１（１９９９）年に水道部と下水道部を統合し、上下水道部と業務部の２部体制と

し、さらに平成１８（２００６）年には、上下水道部と業務部を統合し、上下水道部とすることで、上下

水道事業の一体化を図り、職員数の適正化と効率的な組織の整備を進めてきました。 

今後も、事務事業の見直しやＤＸの推進、民間活用の可能性の検討など経営の効率化を進めな

がら、将来必要となる大規模更新事業を見据えた組織と職員数の適正化に努めます。 

 

イ 技術継承と人材育成 

職員の退職に伴う技術・ノウハウの喪失に対する対策として、職場内研修（ＯＪＴ）を中心とした

若手職員の育成を行うとともに、下水道協会等の外部団体が主催する下水道に係る専門的な研

修への職員派遣を積極的に実施します。 

また、適切なジョブローテーションに努めるほか、職員の資格取得試験の受講料を助成する支援

制度や新任職員等の業務への早期理解を促すための「事務事業研修」、「施設見学研修」、「企業会

計研修」などを併せて実施することで、一層の技術継承と人材育成の充実、強化を図ります。 

 

ウ 広域化の推進 

下水道の広域化については、汚水処理施設の統廃合、汚泥処理の共同化、維持管理・事務の共

同化、汚水処理施設の最適化*の４類型が基本とされています。また、市町村域を越えて広域化等

（流域下水道との連携を含む）についての検討を行うことが必要となります。本市においては、南

部の流関処理区は、県の流域下水道に接続しており、北部の広域処理区では、高萩市と一部事務

組合を組織し、処理を行っています。 
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中央処理区においても、県の管理する広域汚泥焼却施設で下水汚泥の共同処理を行っており、

既に一定の広域化を図っています。 

また、茨城県では県内事業体と連携し、令和４（２０２２）年度に「茨城県汚水処理事業広域化・共

同化計画」を策定しました。当該計画は、持続可能な汚水処理事業運営を目的に、今後の取組メニ

ューとして、ハード面では、汚水処理施設の統廃合等、ソフト面では、災害時対応の共同化のほか、

人材育成の共同化、計画策定の共同化、維持管理の共同化、事務の共同化を掲げています。 

本市では、ハード面においては既に一定の広域化を図っていることから、今後は、県の広域化・

共同化計画で掲げられた、災害時対応の共同化や人材育成の共同化等のソフト面での広域化・共

同化を検討していきます。 

 

広域化の形態と概要 

形態 概要 

汚水処理施設の統廃合 
流域下水道への接続、公共下水道と集落排水処理施設の接続

及び処理区の統廃合などを行う。 

汚泥処理の共同化 複数の団体の汚泥を集約して処理を行う。 

維持管理・事務の共同化 
集中監視・管理、運転管理の共同委託、使用料徴収・機材購入・

水質検査等の共同処理などを行う。 

汚水処理施設の最適化 
公共下水道、集落排水、浄化槽等の各種汚水処理施設の中か

ら、最適な施設を選択して整備する。 

 

エ 民間の資金・ノウハウの活用等 

民間の資金・ノウハウの活用等により、受託事業者の創意工夫による費用削減や業務の効率化

の効果が期待されますが、一方で、委託する事業体側の技術者の技術継承・育成、事業体内でのノ

ウハウ蓄積が困難になることや緊急時の事業体と受託事業者の連携や役割分担などの体制構築

が必要となります。 

本市においては、民間事業者等への業務委託は、池の川処理場の維持管理業務や特定事業場水

質検査、下水汚泥の処分等が既に実施されています。  

今後は、更なる経営効率化を図るため、下水道使用料の検針事務や収納事務等の包括的民間委

託のほか、令和７（２０２５）年度に実施したウォーターＰＰＰ*導入可能性調査の結果を踏まえ、具体

の包括的民間委託の手法について検討していきます。 
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民間活用の手法と概要 

手法 概要 

従来型委託 
民間事業者のノウハウ等の活用が効果的な業務についての委託 

処理場の維持管理、水質検査、使用料徴収業務など 

包括的民間委託 

処理場における運転管理や修繕、管路施設における管理保全（巡視・点検、

調査、修繕等）、不明水や悪臭の対策、災害対応業務まで、広範な業務を一

括して委託 

ＤＢ 
（Design Build）公共が資金調達を負担し、設計と建設を一括して民間に

委託する方式 

ＤＢＯ 

（Ｄｅｓｉｇｎ Ｂｕｉｌｄ Ｏｐｅｒａｔｅ：公共が資金調達を負担し、設計・建設、運営

を民間に委託する方式） 

施設の設計、建設、維持管理、修繕などの業務全般を一体的に行うものを

対象とし、民間事業者のノウハウを活用して包括的に委託する方式 

ＰＦＩ 

（Ｐｒｉｖａｔｅ Ｆｉｎａｎｃｅ Ｉｎｉｔｉａｔｉｖｅ：公共施設等の建設、維持管理、運営等

を民間の資金、経営能力及び技術的能力を活用する方式） 

施設の設計、建設、維持管理、修繕等の業務全般を一体的に行うものを対

象とし、民間事業者の資金とノウハウを活用して包括的に実施する方式 

ウォーターＰＰＰ 

水道・下水道などの水関連事業において、公共（自治体等）と民間企業が連

携して、施設の整備・運営・管理を行う。長期契約により、維持管理と更新

を一体的にマネジメントする方式 

公共施設等運営権方式

（コンセッション方式） 

下水道施設の所有権を公共が有したまま、民間事業者に当該施設の運営

権を譲渡し、運営を委ねる方式 

 

オ 使用料改定 

水道事業と同様に、これまでの組織改編や人件費の削減、上下水道料金システムの見直し等の

様々な経営効率化を進めることで、本市の下水道使用料は、県内の下水道事業の中では、比較的

低廉な水準にあります。汚水処理原価も類似団体と比べて、おおむね低い水準にあるといえ、さら

に、経費回収率が１００％を超えていることから、下水道使用料により適正な維持管理が実施され

ている状況にあります。 

しかし、今後の投資・財政計画を踏まえると、人口減少等により下水道使用料は、本計画期間の

令和８（２０２６）年度から令和１７（２０３５）年度の１０年間で、さらに約２億２，５００ 円、約９．８％

の減少が見込まれます。 

これにより一般会計からの繰出金（分流式下水道経費に係る一般会計負担金）も、当該期間にお

いて、約３億 1,700  円の増加となることが見込まれることから、下水道サービスにおける受益
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者負担の適正化と一般会計の負担軽減を図る観点において、今後も５年ごとに実施する投資・財

政計画の見直しの中で、下水道使用料の改定を検討します。 

 

カ 施設・設備の統廃合、合理化 

人口減少等に伴う流入汚水量の減少が想定されるため、池の川処理場の施設能力の見直しが

必要となります。現在、機械・電気設備の改築更新を進める上で、過大投資とならないように進め

ていますが、今後も、流入汚水量の減少に応じて、最初沈殿池や反応タンク、最終沈殿池等の施設

について、適正な施設規模の整備に努めていきます。 

 

キ 予防保全型維持管理 

下水道施設についてはこれまでに蓄積した点検・調査結果を基に、常に状態を監視しながら適

切な対応を行うなど予防保全型維持管理を推進してきました。 

その他、電気計装設備・圧送管等は、点検・調査による状態の監視が困難なため、耐用年数に基

づく時間計画保全に取り組んできました。 

今後も、計画的な点検・調査を継続し、下水道施設についてさらにデータを蓄積してより精度の

高い評価を行うなど、正確な状態把握に基づいた効率的な改築更新事業を実施していきます。 

 

ク その他経営基盤強化に関する事項 

  （ア） 事業費の多くを減価償却費や維持管理経費などの固定費が占める上下水道事 業は、人

口減少等により給水量が減少しても、事業量は減少しにくいいわゆる「装置産業」と呼ばれ、

職員数の減少が見込まれる中において、業務の効率化を図ることが重要となります。 

今後も、生成ＡＩのほか、Ｗｅｂ会議システムや上下水道施設台帳管理システムなどのＩＣＴ

ツールを積極的に活用し、業務効率化、経費削減に繋がるＤＸの推進に努めます。 

（イ） 環境・エネルギー対策として、これまで水処理設備（反応タンク）に設置されているエアレ

ーション設備（散気装置）を散気効率に優れた高効率型へ変更するなど送風機設備の効率的

な運転による電力使用量削減に努めてきました。 

今後も更新時における高効率設備の導入検討や、社会的な課題である電力需給ひっ迫問

題等への対策の一つとして注目されるデマンドレスポンスの導入による、脱炭素社会実現

に向けた社会貢献と使用料収入以外の収入確保の可能性について検討します。 

（ウ） 有収率向上に向けた取組としては、これまでの管渠内テレビカメラ調査の実施箇所を効

率的に選定するために、より簡易的に広範囲な管渠の状況把握を行うスクリーニング（簡易

直視型カメラ）調査を令和６（２０２４）年度から導入しました。今後も、老朽管を中心に、必要

性や緊急度の高い部分から改築更新を進めるとともに、管渠内テレビカメラ調査及びスクリ

ーニング調査を計画的に実施し、有収率向上に取り組みます。 
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（エ） 施設の老朽化対策等に係る特定財源の確保を図るため、茨城県下水道協会を通じた国等

への要望活動を実施します。 

（オ） 事業運営にかかるコスト削減と上下水道サービスの維持、質的向上を図りながら、基本理

念「未来へつづく「安全」で「安定」した下水道をめざして」の実現を目指すため、更なる経営

改革を推進します。 
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経営戦略の事後検証 

経営戦略はＰＤＣＡサイクル*における計画（Ｐｌａｎ）に位置付けられます。今後は実行（Ｄｏ）、検証

（Ｃｈｅｃｋ）、改善（Ａｃｔｉｏｎ）等のＰＤＣＡサイクルを確実に実施した上でおおむね５年ごとに計画を見

直し、公表します。 

検証においては、経営比較分析表を毎年度作成し、経営指標を⽤いた経営分析や類似団体との

比較分析を行います。 

また、日立市上下水道事業経営審議会へ定期的に経営状況を報告し、意見を求める等、チェック

機能の充実を図ります。これらのＰＤＣＡサイクルにより経営状況を的確に把握し、経営の健全化及

び効率化に取り組んでいきます。 

■ＰＤＣＡサイクルイメージ 

 

第４章 経営戦略の事後検証、 

改定等に関する事項 
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経営戦略における用語解説 

《あ行》 

維持管理費 

日常の排水処理施設の維持管理に要する経費で、修繕費、委託費等とそれに係る人件費等によって

構成されています。 

 

一般会計からの繰入金 

一般会計から下水道事業会計へ支出する繰出金で、公営企業会計から見ると繰入金であり、その財

源は主に税金です。 

 

ウォーターＰＰＰ 

水道、工業用水道、下水道などの水道分野を対象とした官民連携方式で、コンセッション（公共施設

等運営事業）方式と、「管理・更新一体マネジメント方式」を併せた総称のことを指します。 

 

汚水処理費 

汚水の処理にかかる維持管理費と資本費（企業債等利息及び減価償却費）のことを指します。 

 

汚水処理原価 

汚水 1㎥を処理するために必要なコストを示すもので、運転経費や減価償却費、支払利息などを基

に算出されます。経営の効率性や料金水準の妥当性を評価する指標として活用されます。 

 

 

《か行》 

会計任用職員 

１会計年度以内の任期で任用される職員で、常勤職員を補完する役割を担います。下水道・水道事

業では、窓口事務や調定処理、一般事務補助などの日常業務に従事します。 

 

改築 

機能の低下した下水道施設に対して、対象施設の全部又は一部の再建設あるいは取り替えを行うこ

とにより、機能を回復させることで所定の耐用年数が新たに確保されることをいいます。 

 

簡易水道事業 

小規模な地域において、安全な飲料水を供給するために整備・運営される水道事業です。主として

人口が少ない区域や山間部などを対象とし、簡易な施設構造で運営される点に特徴があります。水

質管理・施設更新・経営基盤の強化が課題となることが多く、将来的には広域化や統合の対象とな

る場合があります。 

第５章 経営戦略における用語解説 
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 管渠 

下水（汚水や雨水）を流すための管のことです。 

 

管渠老朽化率 

布設後の経過年数が耐用年数を超過した管渠延長の割合を示します。施設の更新需要やリスク評価

を行う上で重要な指標であり、老朽化の進行度を定量的に把握する目的で用いられます。 

 

管渠改善率 

過去一定期間（通常は直近数年間）に改築や更生などの改善が行われた管渠延長の割合を示す指標

です。更新・修繕の取組状況を評価し、将来的な更新需要の見通しを立てる際に利用されます。 

 

管路 

管渠、マンホール、ます、取付管の総称です。 

 

管路経年化率 

布設後の経過年数が一定年数（例：40年）を超える管路延長の割合を示します。老朽化の程度を把

握することで、更新計画の優先順位づけや漏水リスクの管理に活用されます。 

 

管路更新率 

一定期間内に更新された管路延長を全管路延長で除した割合です。老朽化対応の進捗を示す指標

であり、施設更新投資の水準や将来の維持管理計画を検討する際に用いられます。 

 

企業会計 

現金の動きやその残高のみではなく、債権債務の発生の事実にもとづいて経理し（発生主義）、その

年度の事業活動に係るもの（収益的収支）と翌年度以降の事業活動の基になるもの（資本的収支）と

に区分して経理することにより、経営成績や財政状態を明らかにする会計方式のことを指します。 

 

企業債 

地方公共団体が建設・改良の財源に充てるために起こす地方債（借金）のことです。 

 

企業債元金償還金 

企業債の返済に充てる元金部分の支出で、資本的収支に分類されます。 

 

企業債残高対給水収益比率 

企業債残高を給水収益で除した指標で、債務負担の大きさや財務健全性を評価する際に用いられ

ます。 
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 基準内繰入れ・基準外繰入れ 

一般会計から公営企業会計に繰り入れるお金のうち、公費で負担すべきものを基準内繰入金とい

います。これ以外を基準外繰入金といい、料金原価では賄いきれない部分を補う性格があります。 

 

給水収益 

水道事業における水の供給により得られる収益で、料金収入の中心となります。 

 

共同化 

複数自治体で共同使用する施設の建設や事務の一部を共同して管理及び執行することをいいま

す。 

 

供用開始 

下水道の整備により、多くの人が使用可能になることをいいます。 

 

給水原価 

給水 1㎥あたりに要する費用を示す指標で、運転経費・人件費・減価償却費などを含めた総費用を

総給水量で除して求めます。料金算定や経営効率の評価において基礎的なデータとなります。 

 

繰入金 

一般会計など他会計から公営企業会計へ繰り入れる資金をいいます。財源構造の把握に用いられ

ます。 

 

繰出基準 

一般会計から公営企業会計へ繰り出す際の基準で、雨水処理分など公費で負担すべき経費の算定

に用いられます。 

 

経営比較分析表 

公営企業の経営状況を同種事業間で比較できるよう、総務省が毎年度公表する分析資料です。経

営戦略や料金改定の基礎資料として活用されます。 

 

経常収支 

主たる経営活動と他の経営活動から日常的に得ている収益及び費用です。 

 

経常収支比率 

経常収入と経常費用の割合のことをいいます。事業が黒字か判断する指標です。 

 

経費回収率 

汚水を処理するためにかかる費用を使用料収入で賄えているか判断する指標です。 
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 下水道処理区域 

排除された下水を終末処理場により処理することができる区域です。 

 

減価償却費 

長期使用する固定資産の取得価値を、その利用期間に応じて費用化するもので、現金支出を伴わな

い費用です。 

 

広域化 

一部事務組合による事業実施等の他の自治体との事業統合、流域下水道への接続を指します。 

 

広域連携 

複数の地方公共団体が、水道・下水道などの公営企業の運営や施設整備について連携し、効率化や

経営基盤強化を図る取組を指します。料金体系の整理、施設更新の共同化、事務の共同処理、統合

運営など、連携の範囲は多岐にわたります。人口減少や財政制約が進む中で、持続可能な事業運営

を確保するための有効な手法とされています。 

 

公営企業会計 

病院や水道事業等地方公共団体が運営している公営企業が取り入れている複式簿記の会計処理で

す。 

 

公営企業管理者 

地方公営企業法に基づき、公営企業の経理・予算・事業運営などの権限を持つ執行機関です。市町

村長から権限を委任されて置かれる場合と、条例により設置される場合があり、企業会計に基づく

経営の適正化と効率化を担います。公営企業の責任者として、予算執行、職員の指揮監督、企業債

の管理、経営戦略の推進など幅広い役割を果たします。 

 

公共下水道事業 

主として市街地における下水を排除し又は処理するために地方公共団体が管理する下水道です。終

末処理場を有するものを単独公共下水道、流末を流域下水道に接続するものを流域関連公共下水

道といいます。 

 

国立社会保障・人口問題研究所 

日本の将来人口推計や世帯推計を公表する国の研究機関で、人口推計は自治体の経営戦略や需要

予測の基礎資料として広く用いられます。 

 

更新 

老朽化した施設や設備を取り替え、同等の機能を有する新たな資産に置き換えることをいいます。

耐用年数の確保や安全性維持のために実施されます。 
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第５章 

用語解説 

 《さ行》 

災害時応急給水 

断水などの災害発生時に、給水車や応急給水拠点を通じて生活用水を提供する取組をいいます。水

道事業の危機管理の基本要素です。 

 

最適化 

①他の事業との統廃合、②公共下水・集排、浄化槽等の各種処理施設の中から、地理的・社会的条件

に応じて最適なものを選択すること、③施設の統廃合を指します。 

 

施設利用率 

整備された下水道処理施設の能力に対して、実際に処理に使用されている能力の割合を示す指標

です。数値が高いほど、施設が効率的に活用されていることを意味します。施設の過剰整備や未接

続区域の多さを把握する際に用いられます。 

 

実質的な使用料 

使用料収入の合計を有収水量の合計で除した値に２０㎥を乗じたもの（家庭用のみでなく業務用を

含む）を指します。 

 

指定管理者制度 

公共施設の管理及び運営を民間企業が行うことをいいます。 

 

資本的収支 

固定資産の取得や改築及び改良に伴い発生する収入及び支出です。 

 

収益的収支 

企業の経営活動に伴い発生する収益及び経費です。 

 

修繕 

老朽化した施設又は故障若しくは破損した施設を修理して、施設の現状の回復を図ることをいいま

す。修繕は、所定の耐用年数を維持するもので延伸はしません。 

 

従量制 

使用水量に応じて使用料を算定する料金体系をいいます。 

 

処理場 

下水を最終的に処理して公共用水域に放流するために設けられた施設で、下水道法で定められて

いる終末処理場のことです。 
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第５章 

用語解説 

 処理区域内人口 

下水道処理区域に居住し、下水道を利用可能な人口を指します。普及状況の把握に使われます。 

 

終末処理場 

下水を最終的に処理して公共用水域に放流するために設けられた施設で、下水道法で定められて

いる終末処理場のことです。 

 

受益者負担金 

下水道の整備により利益を受ける地域住民が、受益の範囲に応じて負担する金銭です。 

 

使用料単価 

使用料収入額を有収水量で除したものです。 

 

処理人口普及率 

下水道を利用できる人口が市全体の人口のうちどのくらいかを表す指標です。 

 

水質基準項目 

水道水の安全性確保のために法令で定められた検査項目です。 

 

水洗化人口／水洗化率 

下水道が整備されている区域内で、実際に水洗便所へ切り替えられている世帯の割合を示す指標

です。普及の進捗状況を示す代表的な数値であり、未接続対策や施設の有効利用状況を判断する際

に利用されます。 

 

ストックマネジメント 

目標とする明確なサービス水準を定め、その状態を点検及び調査等によって客観的に把握及び評

価し、長期的な施設の状態を予測しながら、点検及び調査、修繕及び改築を一体的に捉えて下水道

施設を計画的かつ効率的に管理することをいいます。 

 

総括原価方式 

事業に必要な費用（原価）に適正利潤を加え、全体を需要水量で除して料金単価を算定する方式で

す。 

 

損益勘定留保資金 

減価償却費や資産減耗費等現金を伴わない費用によって内部に残る資金（内部留保資金）のことで

す。 
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第５章 

用語解説 

 《た行》 

耐震化率 

地震時における機能維持を目的として耐震性能を有する施設に改修された割合を示します。 

 

ダウンサイジング 

需要の減少等に応じて施設規模を適正化する取組をいいます。 

 

ダクタイル管 

強度と延性に優れた鋳鉄製の管で、上下水道の主要な管材として用いられます。耐圧性・耐久性が

高く、GX形・NS形など用途に応じた種類があります。 

 

長期前受金戻入 

資産取得時の補助金等を、減価償却に応じて収益化するもので、現金を伴わない収益です。 

 

長寿命化 

既存施設の劣化進行を抑え、耐用年数を延ばして長期間安全に利用できるようにする取組をいい

ます。 

 

調定（件数） 

個々の使用者に対するそれぞれの使用料を確定する行為をいいます。また、その件数のことです。 

 

独立採算制 

税金や繰入金に依存せず、使用料収入で事業運営を行うという公営企業の原則をいいます。 

 

 

《は行》 

配水用ポリエチレン管 

耐腐食性や柔軟性に優れたポリエチレン製の管で、配水管として使用されます。 

 

標準耐用年数 

法律等で決められた資産が利用できるとされる期間です。 

 

普及率 

下水道を利用できる人口が、全人口に対して占める割合を示す指標です。事業の進捗状況や未整備

地域の把握に用いられます。 
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第５章 

用語解説 

 不明水 

下水のうち有収汚水以外のものであり、地下水、直接浸入水などからなるものをいいます。原因と

して、雨どい等、宅内配管の誤接合によって流入したり、老朽化した管渠の継手部分やひび割れ、破

損箇所から浸入したりすると考えられます。 

 

平準化 

将来の更新費用などの財政負担を年次間で平準にする考え方です。 

 

包括的民間委託 

維持管理等で複数の業務を一体的（包括的）に発注し、また、複数年契約にて民間企業に委託するこ

とをいいます。これにより、民間のノウハウを生かしつつ業務の効率化が期待されます。 

 

法定耐用年数 

税法等で定められた資産の利用可能期間を指します。 

 

法適用 

地方公営企業法を事業に適用し、公営企業会計となっていることを示します。 

 

ポンプ場 

地形上、終末処理場まで自然流下できない場所、管渠が地中深くなりすぎる場所に設け、地中浅い

管渠へ揚水するための施設です。 

 

 

《ま行》 

民間活用 

施設の管理運営や業務の一部を民間事業者の技術やノウハウを活かして実施する取組で、効率化

やコスト縮減を目的に行われます。 

 

 

《や行》 

有収水量（密度） 

給水した水および処理した汚水のうち、料金収入の対象となる水量をいいます。また、これを計画

区域面積で除したものを有収水量密度と呼び、地域の需要特性や施設規模の適正性を評価する指

標として用いられます。 

 

有収水量密度 

処理区域面積あたりの有収水量を示す指標で、地域ごとの水需要や施設規模の適正性を評価する

際に用いられます。 
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第５章 

用語解説 

 有収率 

総配水量（または総下水量）に対して、料金収入の対象となる有収水量が占める割合です。漏水や不

明水の状況を把握し、効率的な事業運営を評価するための指標として用いられます。 

 

予防保全型維持管理 

故障・劣化が発生する前に点検や修繕を行い、施設の健全性を維持する管理手法です。長寿命化や

更新費用の最適化に寄与します。 

 

 

《ら行》 

ライフサイクルコスト 

施設の建設から更新・維持管理・廃止までを含めた総費用を指します。 

 

流域下水道 

２以上の市町村からの下水を受け処理するための下水道で終末処理場と幹線管渠からなり、事業主

体は都道府県です。本戦略中への記載はありませんが、単独下水道と対比させることがあります。 

 

料金回収率 

給水にかかる費用を料金収入で賄えているか判断する指標です。 

 

類似団体 

総務省より、市町村を処理区域内人口別区分、処理区域内人口密度区分、供用開始年数区分で類型

化したものです。 

 

老朽化 

施設や管路が長期使用により性能や耐久性が低下した状態を指します。更新や修繕の必要性を判

断する基礎となる概念です。 

 

 

《その他》 

ＣＩＰ 

鋳鉄管の継手方式の一つで、ゴム輪を用いた押し込み式の接合構造を指します。水道・下水道管路

で広く使用され、施工性と止水性に優れています。 

 

ＧＸ形ダクタイル鋳鉄管 

耐震性能を高めたダクタイル鋳鉄管で、地震時の継手部変位に追従できる構造を有します。主に耐

震管路として使用されます。 
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第５章 

用語解説 

 ＮＳ形ダクタイル鋳鉄管 

一般的なダクタイル鋳鉄管で、標準的な継手構造を有するタイプです。耐震性を重視しない通常の

配管に広く用いられます。 

 

ＰＤＣＡサイクル 

計画（plan）、実行（do）、評価（check）、改善（action）を順に実施し、最後の改善（action）では

評価（check）の結果から、次回の計画（plan）に結び付けるという考え方です。このプロセスを繰

り返すことにより、品質の維持・向上及び継続的な業務改善活動を推進するためのマネジメント手法

といえます。 

 

ｐＨ 

水の酸性・アルカリ性の度合いを示す指標です。 

 

ＰＰＰ 

公民が連携して公共サービスの提供を行うスキームで、ＰＰＰ（パブリック・プライベート・パートナー

シップ）の略称です。 

 

ＰＦＩ 

ＰＦＩ（プライベート・ファイナンス・イニシアティブ）とは、公共施設等の設計、建設、維持管理及び運営

に、民間の資金とノウハウを活用し、公共サービスの提供を民間主導で行うことで、効率的かつ効果

的な公共サービスの提供を図るという考え方です。 

 

ＶＰ 

塩化ビニル管（PVC管）の略で、耐食性・施工性に優れ、下水道・上水道配管に使用されます。 
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